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第 1 節 特別なニーズのある幼児の就学の変遷と現状  

保育所や幼稚園から小学校への就学にあたっては、わが国では市町村の教育委員会によ

る学齢簿の作成、就学時健康診断の実施などを経て、児童の入学や教育に関わる処遇が行

われてきた。このうち障害を初めとする特別なニーズのある幼児の場合には、学校教育法

施行令第二十二条の三をはじめとする、「障害の程度」を中心とした就学基準を根拠にしな

がら、地域の小学校通常学級以外にも特別支援学校・特別支援学級への入学・入級、また

は通級指導教室の利用などが認められてきた（表 0－1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、戦後より国が整えてきた公的な就学制度の枠組みは、社会・時代の要請を受け

ながらその在り方が適宜見直され、結果的に幾度かの改正が行われている。例えば、2002

年には、障害の程度ならびに学校教育法施行令第二十二条の三の就学基準に基づいて、特

別支援学校に入学することが適当と認められていた幼児であっても、当該児童の状態や学

校に備わった設備等の状況を総合的に判断し、地域の学校に行くことが可能である特別な

事情が認められれば、その入学が認められる「認定就学制度」が開始された。 

その後、2008 年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准に向け、2011

年障害者基本法の改正が行われた。ここでは「国及び地方公共団体は、障害者が、その年

齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするために、

可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられ

るよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならない。（第十六条第一項）」、「国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、

障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可

能な限りその意向を尊重しなければならない。（第十六条第二項）」等の規定が指摘されて

いる。こうした規定は、障害のある児童に対する就学先決定における、より上位な基本理

論として位置づけられながら、2013年 8月、再度、学校教育法施行令の改正が行われてい

る（2013 年 9 月 1 日施行）。同改正では、特別支援学校への就学を原則とし例外的に地域

の小学校や中学校への就学を認めていた先の認定就学に関わる旧規定を改め、障害の状態、

本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意

見、学校や地域の状況を踏まえた総合的な観点から就学先を決定することを規定している。 

特別支援学校
在学者数

特別支援学級
在学者数

通級による指導を
受けている者

義務教育段階
総数（小・中）

67,173人
（0.7％）

174,881人
（1.7％）

77882人
（0.8％）

10,300,120人

表 0－1 義務教育段階（小・中）の児童生徒の就学状況 

文部科学省（2014）特別支援教育資料平成 25年度を基に筆者作成 
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こうした昨今の現状から、障害の程度を中心とした就学支援によって場所を決定すると

いう仕組みが変革されているが、特に就学先の決定に保護者の意向を含めた総合的判断が

問われるようになったことの意義は大きく、その熟慮が求められている。なぜならば、こ

うした変化に伴い、障害のある子どもの就学先の決定には、当該事務に当たる教育委員会

担当者だけでなく、「保育の担当者、保健・福祉の担当者、医療の担当者など多くの関係者

が関わることにあり、かつ、これらの関係者が相互に密接な連携を図ることが必要となる

（三輪, 2014）」からである。複数の就学先に関する選択を前提に、子どもに対する教育的

配慮の検討や就学に揺れる保護者の意思決定なども含めて、これまでに述べてきた就学制

度の変革は、就学という期を控えた子ども、保護者、関係者らの生活や支援に大きな影響

を及ぼしてきた。今後どのように就学やそれに対する各種支援のプロセスを進めていくか

に関して、継続的な議論が求められている。 
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第 2 節 特別なニーズのある幼児に対する就学支援の課題 

本研究では、赤塚・大石（2009）を参考に、「就学支援」を「小学校に移ることを想定し

て準備を整えたり、引継ぎなどを行うなどして、新環境である小学校に移ってからもその

環境に慣れるまでに必要な支援、またはそれにつながる諸活動を展開すること」と定義す

る。障害をはじめとする特別なニーズのある幼児に対する就学支援は、先述の就学制度に

関わる法規の改正や下記に示す社会的動向の影響を受け、近年盛んに議論されはじめてい

る。なお、ここで本研究の対象となる子どもについては「特別なニーズのある幼児」と表

記する。0 歳から小学校就学前後の時期には、障害の診断が確定する以前の段階にある子

どもも支援の対象になりえる。こうした子どもはいわゆる特別支援教育の対象になる可能

性がある点、または先に述べた特別支援学校等への就学先決定において特段の配慮が求め

られる可能性があることから、上記のように表記する。以下、本研究では「明確な障害の

診断を受けている幼児」ならびに「特定の障害等の診断には至らなくとも、発達の遅れや

そのリスクが認められ、養育上で特段の配慮が必要な幼児」のことを、特別なニーズのあ

る幼児とする。 

昨今の就学支援の現状に関して、まず「小一プロブレム」を指摘することができる。ラ

イフステージの一つの区切れとしての小学校就学に関して、2000 年初頭よりいわゆる「小

一プロブレム」の問題がメディアはもとより政策や研究上でも広く知れ渡るようになった。

これは、入学したばかりの小学生が教室で座っていられなかったり、集団行動がとれずに

学校生活に適応できなかったりする状態を示すものとして指摘されている（江川・高橋・

葉養・望月, 2007）。この問題により保幼小間に生じている幼児にとっての段差を解消させ

るための連携や種々の活動に注目があつまっており小学校適応をはじめとする問題への対

処や学びの継続を保障するための方法が模索されている（例えば林, 2007; 山中, 2010）。 

時を同じくして、2005 年に発達障害者支援法が施行され、その後 2007 年には特別支援

教育が学校教育法の改正を持って開始されたことにより、学習障害や注意欠陥多動性障害、

または高機能自閉症など、発達障害児に対する支援が国および地方自治体の責務のもと行

われることになった。これまで彼らの多くは、通常学級に在籍しながらも保護者や教師か

ら正しい理解や配慮を得ることができず、結果的に学習の遅れや虐待・不登校などの二次

障害を被ることが多かった（厚生労働省, 2005）。これまで十分に支援の手を差し伸べてこ

なかったという反省から、「障害の早期発見・早期支援」は先述の二次障害の予防線の最た

るものであるというコンセンサスのもと、これまで 80 年代以降に整えられてきた健診・

フォロー体制が更に強化され（岩永・松阪・本山・松崎・円城寺・荒木, 2008）、または 5

歳児健診の導入（前垣・小枝・関, 2007）や児童発達支援センターや児童発達支援事業所

などによる新たな通所・通園サービスの開始など、支援拡張に関する議論が現在に至るま

で盛んに行われている。こうした障害の発見から初期の対応の時期に重なる、小学校就学

に至るプロセスの中で、制度や支援システムまたは日常の支援の在り方に関する捉え直し・

強化が進められている（文部科学省, 2012）。 
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新たな制度の開始・転換の後押しもあり、障害をはじめとする特別なニーズのある幼児

に対する円滑な小学校就学を実現させるための支援が検討されている。これまでの就学支

援では、保育所・幼稚園と小学校との間での情報共有を中核とする、連携に重きを置いた

支援方法が開発・適用されてきた。特に、昨今の取り組みでは、保幼小間での連携や引き

継ぎ体制の構築（赤塚・大石, 2013）と、そうした引き継ぎ等で使用される情報収集方法

や情報媒体物の作成方法（松井, 2007; 山嵜, 2007）に焦点が当てられている。前者につ

いては、就学支援に関する体制整備が自治体等のイニシアティブの下で展開されており（例

えば滋賀県湖南市に関して、藤井, 2009）、後者に関しては就園や就学支援の鍵となる情報

の共有を促すものとして「サポートファイル」や「就学支援シート」等の情報共有ツール

の開発とその実際の事例への適応が自治体レベルにて進んでいる。これら二つの展開につ

いては、幼児に対する切れ目のない一貫した支援の提供という観点から、国も同様の支援

活動を推奨している（文部科学省, 2012）。 

しかし、こうした支援方法の問題も指摘され始めている。例えば、就学支援に対する実

態や満足度を明らかにした西尾・大崎・船谷（2009）は、保幼小間の引き継ぎをきっかけ

に支援が保障される点を評価している一方で、保育所・幼稚園側から提供される情報が必

ずしも小学校側の必要とするものではない事など、十分な活用に至らないケースが存在し

ていることを指摘している。また、小学校就学期におけるニーズ調査を行った東海林・橋

本（2009）でも、就学前の幼稚園と就学後の小学校との間で、幼児に対する教師の困り感

や問題の現れ方がそれぞれに異なることが指摘されており、共有すべき情報の内容やその

活用方法が問われている。さらに、情報共有の機会に関して、文書や話し合いによる情報

共有の機会は、障害の程度をはじめとした幼児のニーズに依らず、就学直前の 3 月または

直後の 4 月に 1 回のみ行われるものが半数以上であり（西尾ら, 2009）、就学前後の機関同

士での連携機会数の制限も大きな課題とされている。 

他方、こうした課題の解決に向けた検討が十分でないにも関わらず、国は就学を含めた

障害児支援の目指すべき理想を拡大しつつある。例えば、文部科学省（2012）は「就学指

導中心の点としての教育支援から、早期からの支援や就学相談から継続的な就学相談を含

めて線としての教育支援を、そして家庭や関係機関と連携した面としての教育支援を目指

すべきである」と述べ、乳幼児期から学童期へのライフステージ全体の転換として就学を

位置づけようとしている。また厚生労働省（2014）も「今後の障害児支援の在り方につい

て（報告書）」を通して、福祉領域を中心としながらも同様の趣旨の提案を行っている（図

0－1）。むろん、こうした理想と「就学支援シート」などによる情報共有を中心とする現行

の就学支援の方法とをどのように関係づけるのか等に関しては、今後の具体的な方策の検

討は緒にも就いていない。 

国や地方自治体により「情報共有を中核とする連携に重きを置いた就学支援」や「乳幼

児期から学童期へのライフステージの転換としての就学支援」が明確に位置づく一方で、

その具体的な方策に関する議論は十分に行われていない。では今後、いかなる方向性ある



序章 

 

8 

 

いは具体的方策が求められるのであろうか。次章では、現在までに取り組まれている就学

支援に関する研究の動向から、就学支援の特徴とその前提を検討することで、このことに

ついて議論を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 0－１ 地域における「縦横連携」のイメージ 

厚生労働省（2014）今後の障害児支援の在り方について（報告書）36 頁より転載 
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第 1 節 就学支援に関する研究の動向 

第 1 項 就学支援の種類と仕組み 

「就学を支援する」と述べる場合、そのために支援者らが提供する支援活動には、先に

あげた「就園・就学時の連携」や「サポートファイル等の作成」以外にも、「保護者に対す

る情報提供や心理面に対する支援」、「就園・就学前の準備教育」なども想定でき、実際に

そうした研究も散見されている。しかし、こうした就学支援のための活動が、一体何をめ

ざし、幼児や保護者らの何を支えようとしているのか、またその支援のためにどの程度の

コストが求められるかについては、これまで議論されていない。移行の一形態である就学

あるいはそのための支援には多くの変数が絡み合いながら影響を与えている（Pianta & 

Cox, 1999）。つまり、特定の支援活動のみが幼児に適用されたとしても、その効果は限定

的なものである可能性が国外の研究では指摘されている。このため、今後の就学支援に求

められる方向性と内容を定めていくためにも、現在取り組まれている就学支援の特徴を示

し、各種支援の相対化を行うことが重要であると考える。 

そこで、現行の就学支援取り組みが、国や自治体の施策や就学支援に関する研究の知見

からトップダウン式に推進されている状況（例えば、厚生労働省, 2014）も鑑みながら、

現在取り組まれている就学支援のための諸活動について、活動の種類や規模に注目し、方

法論としての各支援活動が、幼児や保護者らを支えるためにどのような支援の前提（パラ

ダイム）に依存し、成り立っているのかを検討した。 

先行研究に関しては、2014 年 3 月上旬にて、論文検索サイトの CiNii より、「就学」「移

行」「小学校」「保育所」「幼稚園」「保育」「障害」「気になる」のキーワードを組み合わせ

て、検索を行い、就学支援として一つ以上の支援活動を含む研究を抽出した。その結果、

計 25 の研究論文が抽出された。このうち、就学に関する実態把握として位置づいていた

研究論文 4 編と、本文中に支援活動が一切明記されていない研究論文 4 編は除外した。最

終的に計 17 の研究論文を検討の対象とした（表 1－1）。先行研究の分析にあたっては、

Rous ら（2007）を参考に、①就学支援の活動の種類の検討、②就学支援の活動の及ぶ範

囲の検討、③就学支援の目的の検討を行った。 

検討の結果、以下の点が明らかになった。まず就学支援の活動の種類に関しては（表 1-

2）、国ならびに自治体が推奨する「就学前後機関間の直接連携（8）」ならびに「サポート

ファイル等の情報媒介物の作成と提出（4）」が約半数を占めた。それ以外には、「幼児に対

する準備教育（5）」、「保護者への相談等支援（2）」、「スクリーニング尺度の開発（1）」、「地

域の連携体制強化（1）」が挙げられた。他方、就学支援において各活動を複数組み合わせ

て活用したものは（表 1-3）、4 つの論文のみであった。その内訳は、「就学前後機関の連携」

と「サポートファイル等の情報媒体物の作成と提出」合わせたものが 3 つ、「就学前後機関

の連携」と「保護者への支援」を合わせたものが 1 つのみであった。 

支援活動の規模（表 1-4）に関して「幼児に対する準備教育」では専門家や保育者単独に

よるものであった。一方「就学前後機関間の直接連携」「保護者への相談等支援」では、 
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番号 著者 タイトル 雑誌名・詳細 発行年

1 赤塚正一・大石幸二
就学期の移行支援体制づくりに関する実践的研究
 -地域における特別支援学校のコーディネーターの役割と課題

特殊教育学研究
 51(2), 135-145.

2013

2
青木真純・室谷直子・増南太志・松沢晴
美・高野知里・岡崎慎治・前川久男

就学後に学習のつまずきが予想される幼児に対するCOGENTプログラム
を用いた指導の効果

障害科学研究
 37, 13-26.

2013

3 太田裕巳
小学校へつなぐ幼稚園の役割
 -子供と保護者が安心して就学をむかえるために

LD, ADHD, ASD
 11(1), 8-11.

2013

4
山本真也・香美裕子・田村有佳梨・東川
博昭・井澤信三

発達障害の疑われる幼稚園児に対する就学支援プログラムの効果の検
討

特殊教育学研究
 50(1), 65-74.

2012

5 堀江真由美・玉井ふみ
就学移行支援に向けて保育所・幼稚園で実施する発達評価の試み
 -5歳児の発達スクリーニング試案

人間と科学
 12(1), 69-78.

2012

6 中井靖・神垣彬子
就学前後を一体的に捉えた発達障害のある子どもを持つ親に対する支援
モデルの構築

小児保健研究
 71(3), 399-404.

2012

7 橋本徳彦 小学前における子どもの発達障害の気づきと小学校との連携
母子保健情報
 63, 34-37.

2011

8 真鍋健
発達障害のある子どもに対する就学時の支援方法に関する研究
 -小学校への接続がスムーズにいかなかった事例から

幼年教育研究年報
 33, 125-132.

2011

9 大窪裕喜恵 保育所からの就学に向けた小学校との連携
月刊学校教育相談
 24(3), 22-24.

2010

10 千葉信博
発達障害と思わる子どもへの一貫した支援を行うための就学期における
連携の在り方に関する一考察
 -幼稚園と小学校の円滑な引継ぎの工夫を通して

宮城県特別支援教育センター特
別支援教育長期研修員報告書
 37-54.

2010

11 高尾淳子
保育－家庭－医療の連携による発達障害児の就学移行支援－米国障
害児教育制度と愛知の事例との比較分析

国際幼児教育研究
 18, 69-76.

2010

12 松井剛太
障害のある幼児の就学支援システムの構築
 -サポートファイルの活用による小学校への接続の試み―

保育学研究
 45 (2), 103-110.

2007

13 田宮緑・大塚玲
軽度発達障害児の就学にむけての保護者への支援
 -S大学教育学部付属幼稚園の実践を通して

保育学研究
 43(2), 223-232.

2005

14
長谷川靖子・加藤純子・安東善子・信田
博子・加藤和成

幼稚園における発達障害児の就学準備指導（2）
 －より効果的な指導方略の検討

日本保育学会大会発表論文集
 56, 814-815.

2003

15 長谷川靖子・信田博子・安東善子
幼稚園における発達障害児の就学準備指導
 －楽しみながら取り組む試み

日本保育学会大会発表論文集
 55, 792-793.

2002

16 大高一夫・高橋智
東京都における障害児の就学実態と就学指導システムの研究
 －江東区の事例検討を中心に

東京学芸大学紀要第一部門（教
育科学）
 50, 143-157.

2000

17
肥後祥治・中山健・新垣さゆり・小野田笛
子・笹田秀夫・澤村まみ・高橋ゆう子

軽度発達障害児への就学直前期の小集団訓練
 －プログラムの開発とその実施結果

情緒障害教育研究紀要
 13, 13-20.

1994

表 1-1 就学支援に関する先行研究の一覧 
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就学前後の機関以外の関係者に加えて、医療機関・言語教室などの専門機関等の多機関に

よる協働での関与が散見された。なお「情報媒介物の作成と提出」に関しては保育所・幼

稚園の関与が基本であり、一部の文献にて就学先の小学校や関係するコーディネーターが

関与していた。 

就学支援の目的に関しては、各論文内に明記された支援の対象と支援の目的に関する文

章から、「就学後の環境における幼児の適応」「保護者の不安の軽減」の二つが主に挙げら

れた。一方で、「地域内の就学システム構築」や「連携体制の構築」など支援活動の開発そ

のものが目的になっており、就学の当事者である幼児に対する支援の意図が明確ではない

ものも散見された。 

 

 

 

就学前後
機関の連携

情報媒体物
の作成

就学前の
準備教育

スクリーニング
尺度の開発

地域連携
体制の強化

保護者
への支援

1 赤塚, 2013 ● ●

2 青木ら, 2013 ●

3 太田, 2013 ● ●

4 山本ら, 2012 ●

5 堀江, 2012 ●

6 中井ら, 2012 ●

7 橋本, 2011 ●

8 真鍋, 2011 ●

9 大窪, 2010 ●

10 千葉, 2010 ●

11 高尾, 2010 ●

12 松井, 2007 ● ●

13 田宮ら, 2005 ● ●

14 長谷川ら, 2003 ●

15 長谷川ら, 2002 ●

16 大高ら, 2000 ●

17 肥後ら, 1994 ●

先行研究

表 1-2 先行研究における就学支援の活動の種類 
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第 2 項 就学支援に関する研究のパラダイム 

上記の検討の結果、これまでの就学支援の特徴について、以下の点を挙げることができ

る。まず、わが国における就学支援の内容に関しては「就学前後機関間の直接連携」と「情

報媒体物の作成と提出」を基本としたうえで、この他の活動として「幼児への新環境への

適応のための準備教育」や「保護者への不安の軽減」、また「スクリーニング尺度や地域の

就学支援システムの開発」なども少数であるが取り上げられていた。一方で、支援活動を

組み合わせて展開させようとするものは少なく、支援活動間のつながりや複層性は希薄で

ある。また、就学支援において支援者が志向する考え方として、近年の多くの論文が「一

貫した」という用語を用いており、その担保のために保育所・幼稚園と小学校の間での連

携と情報媒介物の作成を位置づけていた。しかし、子どもの支援・教育方法に関わる情報

に比して、就学を機に変化する可能性のある、幼児や保護者の生活に関わる情報はほとん

ど扱われていなかった。 

こうした状況を鑑みれば、現行の就学支援の前提は「支援活動の開発と幼児に対する活

動の画一的適用」にあること、言い換えれば就学支援が当事者である幼児または保護者の

側ではなく、支援者側の視点から展開されているといえる。 

就学前後機関の連携 + 情報媒体物の作成 就学前後機関の連携 + 保護者への支援

13 3 1

単一の支援活動 複数の支援活動

各施設内での単独による 施設間での複数による

就学前後機関連携 0 8

情報媒体物の作成 0 4

就学前の準備教育 2 3

スクリーニング尺度 1 0

地域連携体制強化 0 1

保護者への支援 1 1

表 1-4 先行研究における就学支援に関与する支援者（機関）の規模 

表 1-3 先行研究における就学支援に関与する支援者（機関）の規模 
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ところが、就学支援が支援者主体で展開されることに関しては、特に支援の規模や効果

に関する限界が生じる可能性が指摘されている。第一に、就学支援の適用の規模に関して、

これまで研究者または自治体等の支援者側は就学支援を成り立たせるためにツールや体制

等を開発し、それぞれの園や学校、自治体の中で整えてきた。しかし、支援者側によって

公式化された支援は、必ずしもその支援を要する対象全てには行き届いていない。例えば、

幼児の障害など程度に応じて情報共有ツールの作成有無や連携機会数には差があり、特に

診断名を持たない幼児に支援の手が行き届きにくい状況が指摘されている（井上, 2013; 西

尾ら, 2009; 真鍋, 2011a）。また、乳幼児期は障害や気になる側面をめぐって保護者の思い

も複雑かつ個人差が大きく（吉野, 2014）、支援者が善意で行う支援が拒否されるケースも

存在する（一瀬, 2007）。「活動の開発と適用」を前提とする就学支援の恩恵を、受け取る

ことができないケースが存在することを考慮に入れなければならない。 

第二に、前述の支援の適用をめぐる問題が解決されたとしても、就学支援の効果に関す

る疑問が残されている。就学の当事者は幼児ならびにその保護者であるが、彼らは就学を

機に支援者・関係者などの隣人、さらに一日の過ごし方をはじめ生活全体が大きく変わり、

その予期に関する不安を含めて、様々なストレスが課せられる（Rosenkoetter, Hains, & 

Fowler, 1994; Janus, Kopechanski, Cameron, & Hughes, 2008）。また、支援により小学

校への適応が進んだとしても、家庭を含む他の生活場面ではそうでない可能性もある。こ

のことから、就学支援で引き継がれたり、明らかになった情報は学校教育制度内の指導の

みに完結するのではなく、登校や下校、学校後の余暇や学童（平沼, 2008）、その他、療育

施設や家族を含めた子どもの生活との関係でも扱われる必要がある。しかし、支援者側の

視点から開発されてきた就学支援では、仮に潜在的に有益な情報を持っていたとしても、

自らの一義的職務の範囲を超えた支援を扱うことになり、結果、学校教育の範疇に留まっ

てしまう可能性がある。現に、幼児や家庭の生活にまで視野を広げることを意図した方法

やツールの開発はこれまで皆無であり、幼児らの生活全体を考慮に入れた就学支援の実現

は、家族の訴えまたは個々の支援者の気づきと善意に委ねられているといえる。 

ところで、こうした国内の現状は、国外の現状と照らし合わせてみた場合、どのように

捉えることができるだろうか。ここでは法整備の進展に伴い、1980 年代以降に就学を含む

移行支援に関する研究と実践に大きな転換がもたらされた米国の状況を概観する。 

米国においては、2004 年修正障害者教育法（PL108-446）を根拠として、0-2 歳を対象

とした早期介入に関わる Part C という部門と、3-18 歳を対象とした Part B という部門に

即して、専門的支援が適用される。これに基づけば、2-3 歳における Part C から Part B

への移行と、Part B 内での幼児教育から学童期教育への就学移行という二つの垂直的移行

が、乳幼児期に求められることになる。かつて 1986 年に制定された修正障害児教育法

（PL94-142）で、0-2 歳の乳幼児に対する支援が公的責任を持ったことで、支援の対象数

は 1985 年に 32,693 名であったものが、その後 2001 年には 267,923 名にも膨れ上がる

（U. S. Department of Education, 1988, 2004）。こうした支援対象の急激な増加に加え
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て、Part C から Part B、つまり早期介入から幼稚園（preschool）へ子どもやその家族が

移行するのを促す具体的な手法・手続きを明確化したものを、個別の家族支援計画

（Individualized Family Support Plan; IFSP）に明記することが求められた。その他、母

子（父子）家庭や家族の低年齢化など家庭問題に関する事項や、ヘッドスタートプログラ

ムを初めとしたプログラムの特性が異なる多様な機関の増加などが、80 年代以降の米国に

おける 3 歳前後での移行の重要性への着目に拍車をかけることとなった（Rous, Hallam, 

Harbin, McCormick, & Jung, 2007）。またこれに引きずられる形で、幼児期段階から学童

期段階への就学移行に対するアプローチも同じ「垂直的」性質を持つ移行として、同じ移

行の枠組みで扱われる場合もある（Hanline, 1993）。 

元来、IDEA の Part C に該当する早期介入分野は、0-2 歳という発達の時期と子ども－

家族間の密接なつながりを前提に、「子どもに対する発達支援の提供よりも、生活を共にす

るものに対して支援を提供したり調整する方向へと比重が移っている（Jing, 2010）」とい

う言葉からもわかるように、子どもと家族とを不可分なものとして捉えることが多い。こ

うした文脈から、90 年代には既に「移行計画の進展に求められるのは、家族の関心、優先、

夢である（Rosenkoetter,ら 1994)」「移行支援のシステム開発においては、移行支援計画

やそのための活動に保護者を巻き込むことが重要である（Rous, Hemmeter Schuster, 

1994）」などの理念が指摘されており、そのために「移行支援は個別化される必要がある

（Rosenkoetter,ら 1994)」という前提が、移行支援の土台として位置づいている。 

その後 2000 年前後には、移行あるいは移行支援は多くの要因の影響を適宜受けている

という移行の多要因性（Pianta & Cox, 1999）が認められるとともに、質の高い移行支援

の展開に向けて、そうした変数の中でも移行に直結するものを同定し、それらを組み合わ

せることで移行支援のためのモデルを開発しているものもある（Rous ら 2006）。 

こうした現状をふまえれば、我が国の就学支援の実態や前提と米国のそれとが、全く異

なる分野や拠り所から導かれ、今に至っていることがうかがい知れる。つまり米国におい

ては法律の規定に基づき、早期介入という分野が家族や生活の理解を元々求めやすい土壌

を有しており、必然的に就学支援にもそうした周囲の状況が巻き込まれていった。一方で

わが国の就学支援は、幼稚園（保育所）―小学校という強固な学校教育制度の線上に位置

づいており、就学以外の日常の教育に関わる事象を含めても、幼児や保護者らの実態を考

慮に入れる経験はおろか、そうした枠組み自体を持っていないことが示唆される。 

以上の検討より、わが国や自治体が整えてきた支援者主体の就学支援は、個々に異なる

家族の置かれた複雑な状況を考慮しにくい枠組みで展開されており、就学支援が適用され

る対象の規模と就学支援の効果の双方で制限が生じているといえるだろう。この改善に向

けて、就学支援の方法のみならず、支援者と当事者の関係性をはじめとした就学支援の「前

提」を考慮に入れた検討が必要である。そこで本研究では、幼児らの置かれた独特かつ複

雑な生活実態を捉え、就学支援に結び付けるために「水平的移行と垂直的移行という二つ

の移行の存在」ならびに「生態学的視点」を取り上げることとする。 
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第 2 節 研究の目的  

第 1 項 水平的移行と垂直的移行 

 移行（Transition）とは「ある環境から別のある環境へ移り動くプロセスであり、乳幼

児から大人へとなっていく人間の生活において重要な要素」である（Rous ら, 2007）。こ

の移行には、幼稚園や保育所から小学校就学のように時系列的に環境を移り動く垂直的移

行（Vertical Transition）だけではなく、同時期に異なる施設を並行利用する水平的移行

（Horizontal Transition）も存在する（図 1－1）。この二つの種類の移行を指摘したのは

米国にて幼児教育や家族援助の方策について研究を行う Kagan であるが、Kagan（1992）

によれば二つの種類の移行は時期やタイミング・内容や機会数といった点で性質こそ異な

るものの、二つの移行が一体かつ連続性を保ちながら、子どもの生活ならびにその成長を

形作るという。また、この二つの移行を想定することで、人生の初期において危機的場面

に陥りやすい生活様式間の移行（例えば、就園や就学）に対して、深い解釈と支援の促進

をもたらすことを支持している（Kagan, 2010）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本研究で扱う小学校就学は、二つの移行のうち垂直的移行の一つの形態である。では、

この小学校就学を、水平的移行を含めた二つの移行との関係の中で位置づけることの意義

は何なのであろうか。このことは障害の「早期発見・早期支援」との関係の中で理解する

ことができる。つまり、我が国における現行の「早期発見・早期支援」のシステムを踏ま

えれば、二つの種類の移行は乳幼児期わずか数年の間に頻繁かつ複雑に生じる可能性があ

図 1-1 水平的移行と垂直的移行の概要図 
The SERVE Center, 2005 に基づいて筆者作成 
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る（秦野, 2008; 西原, 2011）。例えば、1 歳半健診にて発達の遅れが指摘された場合、フォ

ローのための施設が紹介され、その後より専門的な療育施設や医療機関を利用することに

なる。その後、保護者の意向や種々の実情に応じて、利用する施設の変更や複数利用もあ

り得る。また一つの施設内でも、相談・療育・定期健診など、様々な活動が行われ、医師・

心理士・直接指導を行う指導員など、多様な専門職種従事者とのやりとりが求められる。

その渦中、保育所や幼稚園の利用が始まれば、1 週間のうちに、例えば 3 日を保育所、2 日

あるいは数時間を療育施設や医療機関で過ごすことになる。 

ところが、こうした移行の中で特別なニーズのある幼児やその保護者に多くの問題が生

じる。例えば、就園に代表される垂直的移行では、幼児には新たな環境への適応困難やそ

れを機とした問題行動の出現が、保護者には移行に伴う諸手続きを行う上での負担や将来

像を抱くことができない不安が生じる（Janus ら, 2008）。是永・織田（2007）は保護者が

感じる不安については、移行先の選択に関する不安や必要な情報が円滑に入らないことに

対する不安など、多様な問題が長期間に及ぶ危険性を指摘している。他方、保育所と療育

施設の平行利用に代表される水平的移行に関しては、複数の施設で異なる対応を受けるこ

とによる幼児の混乱や施設ごとに提案される助言を整理できない保護者の存在も指摘され

ている（水田・鈴木・大下, 2005）。 

全ての幼児と保護者がこうした施設の利用と経験を一様に経るものではないが、支援者

側が善意で整え提供してきた「早期発見・早期支援」の枠組みを通して、幼児や保護者は

就学前に既に多様な生活様式や関係者間のつながりを形成しているといえる。この視点に

立てば、小学校就学はかつて幼児や保護者が支援者との関係のもとで、作り上げてきた生

活の様態が、場所や生活時間の変化、利用施設や支援者の変化に伴い、一度崩壊し、新た

な生活を再構成していく文脈を作るよう求められる。水平的移行・垂直的移行の存在を考

慮に入れることで、就学支援に関わる他の現象への注目の拡大、あるいは早期発見・支援

の文脈が幼児らにもたらす影響への注目を促すことができると考える。 

 

第 2 項 生態学的視点 

水平的移行と垂直的移行の存在を就学支援に組み入れることで、早期発見・支援という

文脈上での個々の幼児や保護者の見かけ上の生活を捉えることができる。ただし、そうし

た生活内での現象から、どのような事項に更に注目し、どう就学支援としてアプローチす

るかの判断を行うためには、二つの移行の存在を認めるだけでは不十分であろう。特に、

各々の生活やその一部である移行の実態から、当事者や関係者の生活に及ぼす価値観や意

味あるいは人同士の関係性などを、より明確に浮かび上がらせる必要があるだろう。 

そこで、本研究では、就学を含む垂直的移行には多くの変数が影響を及ぼす可能性があ

るという前提（Pianta & Cox, 1999）のもと、そうした変数への気づきと就学支援での活

用を促す枠組みとして、「生態学的視点（ecological perspective）」を理論的根拠として位

置づける。 
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一般的に、生態学は生物と環境との間の相互作用を扱う学問である。その起源をたどれ

ば、「生態学（ecology）」という言葉は、1869 年にドイツの生物学者ヘッケル（Haeckel）

が初めて用いたものであるが、その語源はギリシャ語の oikos（家または家計）-logos（論

理）に由来し、経済学（economics）と同じ語源を持つとされている（日本生態学会, 2012）。

その後、地球上の生物の生活に関わる学問として位置づき、昨今では「生物の生活の法則

をその環境との関係で解き明かす科学」とも指摘されている（日本生態学会, 2012）。こう

した定義から、その適用は動植物を含めた地球上の多くの個体とその周囲にある環境に対

して、広く行われてきた。 

生態学の中でも人を扱う領域では、子どもの行動や発達を環境との相互作用の中で位置

づけようとした Bronfenbrenner（1979）のモデル提示や、Gibson（1979）による人の知

覚の発生に関わる生態学的視覚論などがあげられる。その後、人と環境との間の相互作用

を扱う視点は、医療・福祉・教育など多岐に渡る領域で活用されている。特に障害のある

子どもに対する支援では、訓練場面で指導された言葉やコミュニケーション行動、自助ス

キル等を、日常生活の文脈との関係の中で評価したり扱うなどして機能化させようとする

試み（例えば井澤, 2003）や、児童のニーズや行動目標の設定を環境との相互作用の視点

から同定しようとした実践研究（小川, 2011）で導入されている。一方で、肝心の就学支援

に対する生態学的視点の導入は、国内では皆無である。ただし、例えば 90 年代前後に法律

の改正に伴い、移行支援の展開が急務であった米国においては、先述したように就学ある

いは就学支援に多くの変数が関与しているという前提のもと、そうした変数の把握と実際

の支援のためには、子どもあるいは保護者とその周囲に存在する無数の環境との相互作用

を考慮に入れること、つまり生態学的視点が必要不可欠であるという認識に至っている

（Rous, Hallam, Harbin, McCormick, & Jung, 2005）。 

就学支援に対して、人と環境との間の相互作用を扱う生態学的視点を導入することで、

以下の利用可能性を、他領域や国外の研究成果から指摘することができる（表 1-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に（１）からは、幼児の新環境への適応に向けた判断材料の増加をもたらす可能性が

ある。これにより、就学支援シートなど、幼児期独自の文脈で蓄積された情報に過度に依

（１） 動的な相互作用に焦点が当たることで、子どもや家族の新環境への適応を、

家族や支援者間で発生する関係性やプロセスとの関係から位置づけること

ができる（Rous, Hallam, Harbin, McCormick, & Jung, 2005）。 
 

（２） 支援の病理（医学）モデルから生活モデルへの転換を図ることができる（山

口, 2009）。 

表 1-5 就学支援に対する生態学的視点の利用可能性 
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存しなくとも、適応支援を行う方策が可能となり、あるいは就学支援シート等を活用でき

ない事例も支援の対象とすることができるかもしれない。（２）からは、人が環境に適応と

する自力あるいは回復力も考慮に入れることができること、その際「各々のケースが生活

を通して獲得した能力や豊かさである「ストレングス; strength（長所）」や「プレファレ

ンス; preference（選好または関心）」、あるいは潜在的な「リソース; resource（地域資源）」

の存在など（Leal, 1999）、昨今「対人」への処遇を扱う分野で欠かせない肯定的事象にも

目を向ける（上野, 2008; 葛西, 2014）。これにより当事者を取り巻く否定的影響に加えて、

肯定的影響の把握を就学支援に組み入れることができれば、より包括的な視点から、当事

者主体の就学支援を展開させることができるのではないかと考える。 

なおこれ以降、本研究では「生態学的視点」を、「子どもの生活と周囲の環境とは直接

的あるいは間接的に相互に影響し合っているという前提のもと、そうした相互関係の視点

から事例を捉えようとする見方である」として位置づける。 

 

第 3 項 研究の目的 

本研究では、学校教育あるいは就学制度の枠内で行われてきた「情報共有を中核とする

連携に重きを置いた就学支援」から、国が理想としてかかげる「乳幼児期から学童期への

ライフステージの転換としての就学支援」への転換を目指すべく、特に幼児や保護者ら、

当事者主体の就学支援の確立に向けた検討を行う。 

特に、これまで保育所・幼稚園‐小学校という単線的なプロセスにて捉えられていた就

学を、乳幼児期の早期発見・早期支援の文脈を鑑み、水平的移行と垂直的移行という二つ

の移行の存在を加味することで、より複層的な事象として位置づける。さらに各々が置か

れた複層的な事象から、個々のケースに特有の意味や関係性を浮かび上がらせ（図 1-2）、

それに沿った就学支援を行うため、本研究では生態学的視点に基づいた就学支援を展開さ

せる。 

以上より、本研究では生態学的視点を取り入れた就学支援の利用可能性ならびにその意

義を検討し、今後の就学支援の在り方について提言することを目的とする。なお、このよ

うな視点に基づいた実証的研究は、これまでに見当たらない。そこで、本研究の目的の達

成に関わって、以下の 2 つリサーチクエスチョンを設定する。 

① 生態学的視点から就学あるいは就学支援をとらえた際、子ども・保護者・支援者らは

どのように就学という出来事を経験するのか。 

② 生態学的視点に基づく就学支援を展開するにあたって、なぜ、どのような配慮・工夫

が求められるのか。 
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図 1-2 水平的・垂直的移行と生態学的視点の関係図 
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第 1 節 ケース・スタディ 

第 1 項 ケース・スタディの概要 

 本研究では、幼児の就学の状況やそれに影響を与える要因は多岐に富み独特である、と

いう前提のもと、就学を含んだ前後の出来事を生態学的な視点から解釈する。このため、

個別性や多義性を詳細に記述し、幼児らまたはそれを取り巻く支援者にとっての現象の意

味を検討に入れるべく質的研究を採用する。また、就学という現象と個々の事例がおかれ

る文脈との間の境界が明確でない状況にて、その文脈が「どのように」「なぜ」生じている

のかを説明することに適したケース・スタディ; 事例研究（杉村, 2005）の手法を用いる。

なおケース・スタディには複数のアプローチが存在し、その導入にあたっては志向する研

究パラダイムに合致した手法をとる必要がある（千葉, 2007）。 

例えば代表的なものとして、例えば Eisenhardt(1989)、Glaser and Strauss(1967)、Yin

（1984）ら３者によるケース・スタディがこれまでに指摘されている。それぞれのケース・

スタディはよって立つ研究パラダイムが異なることから、それに続くケースの選定やデー

タ収集の方策、あるいは先行研究の捉え方や位置づけ方なども異なるものが求められる（図

2-1）。このことから、そうした研究手法の細かい選定に当たっては、「研究の志向や調査者

の研究パラダイムにそったものを選ぶべきである（横澤・辺・向井, 2013）」。本研究では

幼児らの置かれた文脈の個別性・独自性を認め、個々に説明・解釈する点では理論構築の

ニュアンスが含まれる一方、本研究の研究命題自体は生態学的視点に基づく就学支援の利

用可能性や有効性の検証であり、理論検証を志向するものである。 

これらのことを踏まえ、理論検証に適した研究手法として Yin（1984）のケース・スタ

ディのアプローチを採用することとする。 

 

第 2 項 ケース・スタディにおけるデータ収集と分析 

（１） データ収集ならびに分析の観点と方法 

 本研究が扱う事例とそれに関するデータは、2010 年 4 月から 2014 年 9 月までの期間を

通して、筆者自身が就学事例のコーディネーターあるいはコンサルタントとして、参与し

ながら収集した。 

なお、コーディネーターあるいはコンサルタントという役割を含みながら参与し、情報

収集を行うにあたっては、事例内で起こりうる現象の客観的把握・理解に関する課題が必

然的に課せられる。このことから事例とは全く関係のない第三者的存在として情報を集め

る手法も考えられるが（たとえば佐藤, 2013）、こうした手法では現象を捉える際にその現

象外に身をおかなければならず、かつ、現象の発生とデータ収集との間にタイムラグが生

じてしまう。このため、当該事例の文脈から浮かび上がる「現実」をとらえることが困難

になる可能性がある。 
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他方、特にコーディネーターやコンサルタントでは、就学支援事例において当事者や関

係する支援者らの間に調整役として入り込むことから、「そのとき」にしか生じない現象や

「そのとき」にしか語られない情報を把握することができるだろう。実際に、Yin（1984）

も、参与観察によるデータ収集の弱みとして「研究者が事象を操作するために生じるバイ

アス1」の危険性を指摘しながらも、同時に「対人行動とその動機への洞察に富む」として、

こうした強み・弱みを「トレードオフ」の関係として位置づけている。こうした点を鑑み、

前述のように筆者自身が役割を持ちながら参与する形を通して、データを収集することと

した。 

                                                   
1 Yin(1984)はこうしたバイアスについて、以下の 3 つを具体的に示している。 

第一に、研究者は外部観察者としては十分に仕事をすることができないし、ときにはすぐれた科学的

実践の関心とは対立する地位や擁護的な役割を担わなければならないかもしれない。 

第二に、参与観察者は一般に知られている現象に追随してしまい、研究対象である集団や組織の支持

者となる傾向がある。そうした支持がまだ得られていない場合、このことはあてはまる。 

第三に、参加者の役割は観察者のそれに比べてはるかに大きな注意を必要とするだけかもしれない。

参与観察者には、すぐれた観察者のようにノートをとったり、異なった視点から現象に関する問題を出

す時間が十分にないかもしれない。 

図 2-1 各ケース・スタディが志向する前提と規定される研究手法 
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なおその際、先に述べた事例内で起こりうる現象の客観的把握・理解に関する課題、特

に生態学的視点を持って事例に入りこみデータを集め、一方でそうした事例を生態学的視

点に基づき解釈する筆者自身のバイアスの問題を考慮に入れ、得られたデータの信頼性や

解釈の妥当性を確保するために、Yin(1984)の手法に基づいて以下の手続きを経ることとし

た。 

① データの収集方法については、観察記録（フィールドノート）、インタビューデー

タ、e メール、会議や懇談時の録音、作成された資料や印刷物など、多様な一次

資料や二次資料を用い、複数の証拠源を利用することとした。 

② 事例の観察や会議等の展開にあたっては、「幼児の言葉・活動の過程・作品等が写

真・テープ・ノートなど多様な手段で記録・集約・整理されたもの（大宮, 2007）」

を意味するドキュメンテーションを作成した。連携や子どもの発達評価など、就

学支援を経る中で作成されるドキュメンテーションには子どもを取り巻く関係

者の意図や支援の評価の内包されていることから、就学支援のプロセスにおける

各構成員の「その場」「その時」の理解や評価の一端を読み取れる。あるいは、筆

者自身が就学支援内に位置づいている状況から、距離を置いて分析する際にも有

用であると考え、重要な資料として位置づけることとした。 

③ 各事例の進行とその解釈にあたっては、「事例の進行当時」、つまり生態学的視点

に基づき筆者が支援に携わり解釈しながら事例に関与している段階と、「事例の

終了後」、つまり生態学的視点に基づき筆者が事例の解釈を行っている段階、それ

ぞれで、本事例に直接的あるいは間接的に関与したインフォーマントあるいは指

導教員や事例の進行を共にした大学院生らに対してレビューを依頼し、解釈の妥

当性に努めること。また、各事例のデータ収集から事例の解釈に至るプロセスを、

学問的背景の異なる複数の学会にて発表し、多様な専門職種からの意見・解釈を

求めることとした。 

④ 各ケース・スタディにおいて事例に関与していた当時の筆者については、M と表

記し区別した。 

⑤ 事例の分析に当たっては、「子どもの生活と周囲の環境とは直接的あるいは間接

的に相互に影響し合っているという前提のもと、そうした相互関係の視点から事

例を捉えようとする見方である」という生態学的視点を採用する。また、その他

時期区分等について、赤塚ら（2009）、Rous ら（2007）、真鍋（2011b）より詳細

な分析枠組みを設定した。まず、就学支援の時期については、就学前（年長 4 月

前後から年長時 2 月ごろ）、就学直前（年長時 3 月ならびに就学後 4 月）、就学

後(就学後 4 月以降)の区分を設けた。またその際、各事例の幼児と保護者が経た

就学前後の水平的・垂直的移行の様態を重ねづけた。さらに Rous ら（2007）、真

鍋（2011b）をふまえ、分析の視点として、就学支援の目的に関する「子どもと保

護者の心的状態や参加・適応の姿」、就学支援の方法に関する「就学支援のため
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の活動そのもの」、就学支援の活動や当事者・支援者らの行動に影響を与えうる

「機関間の連携や関係性」の３つを設定した。時期区分ならびに、こうした３つ

の展開を相互に関連したものとしてとらえることで、種々の活動を通した、ある

いは人との関係性の中で生じる子どもの生態学的状況を明らかにすることとし

た。 

なお Yin（1984）によるケース・スタディの展開を考慮に入れ、これらの手続きは、以

下に示すパイロット・ケース・スタディから得られた知見や、各事例の進展に伴い必要な

場合には適宜修正を行うことを認めた。 

 

（２） パイロット・ケース・スタディの展開を通したデータ収集と分析の検討 

 Yin（1984）のケース・スタディに関するアプローチでは、研究対象事例からデータ収

集を行う以前に、パイロット・ケース・スタディを実施する。この試みは研究実施者がデ

ータの内容や従うべき手続きに関して、研究手法や関連する問題、研究を進めるにあたっ

て重要な概念を洗練させる際に役立つものである。つまり、この事例は決して「事前テス

ト（pretest）」として扱われるのではなく、あくまで今後の事例あるいは研究との向き合

い方を調整させるために位置づく。 

パイロット・ケース・スタディのケースの選定にあたっては、研究全体の選定方法とは

異なり、研究命題や研究目的との関連ではなく、関係する人・物・事象等のいずれかにア

クセスしやすいなど、事例への接近やデータ収集の容易さを理由に選定を行う。本研究で

は次節に示すように、M が所属する大学教育機関との間で支援に関する連携が頻繁に行わ

れていた幼稚園に在籍する、認知面に偏りがあり学習や対人面でニーズがあった幼児（A

児）の小学校就学支援事例をパイロット・ケースとして位置づけ、本研究の本質的課題や

方法論的課題に対する示唆を得ることとする。 
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第 2 節 パイロット・ケース・スタディの実施 

第 1 項 目的 

 先述のように、本節における就学支援の展開は、本研究全体の情報収集方法や扱うべき

手続きをより明確化し、洗練させるために行われるものである。 

本節の就学支援の対象に対しては、近年慣例的に行われている「就学支援シート」を中

心とした支援を行った。先行して就学支援シートを中心とした就学支援を展開させること

で、生態学的視点に基づいた就学支援の展開に向けた本質的課題と方法論的課題をより実

践レベルから明らかにする。それを通して、生態学的視点に基づいた就学支援の展開に向

けた各手続きの修正を行う。 

 

第 2 項 方法 

（１） 対象 

 対象児は 3 年保育の公立幼稚園に通園する男児（A 児）であった。家族は A 児、母親、

父親の 3 名であった。年長時に実施した WISC－Ⅲでは、言語理解・注意記憶と知覚統合・

処理速度間で統計的にも非常に大きい差が認められるなど（１％水準で言語理解・注意記

憶が知覚統合・処理速度より高い）認知面の偏りが大きく、そうした本人の認知特性を背

景として、入園し直後から「多動で登園後の準備等を行うことができない」「友達とやりと

りができない」等の状態を示していた。年中時の 9 月より約二か月に 1 回のペースで副園

長や養護教諭を含む全教諭、大学教員・院生にて、先述したドキュメンテーションを活用

した保育カンファレンスを行った。なおその後の就学については、小学校通常学級に入学

した。 

 

（２） 手続き 

本事例では A 児に対する「就学支援シート」を中心とした就学支援をより効果的に実現

させるために、以下の 2 つの取り組みを行った。つまり、就学支援シートの円滑な作成を

見越して、①幼稚園―大学間の園内外体制を構築すること、②その際、就学前の A 児の幼

稚園での生活状況をドキュメンテーションにて蓄積し、蓄積された情報を就学支援シート

に反映させることを行った。 

幼稚園側と大学側の連携は、対象幼児が在籍していた年度でカンファレンスの形を通し

て、継続して行われた。なおカンファレンスでは、日常の保育で A 児に関わる機会の多い

メンバーが全員参加することを前提とし、可能な限り副園長、全保育者、養護教諭などが

加わることで全園支援体制のもと支援を行えるようにした。大学側は筆者（M）を含む 3

名が当初参加していたが、A 児が年長の時には大学院生 1 名と大学教員 1 名の計 2 名が参

加した。 

 カンファレンスはおおよそ 1～2 ヶ月に 1 回程度、定期的に行った。その際幼稚園側は

保育を通して得られた A 児に関する具体的なエピソード記録を提出した。また大学側はカ
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ンファレンスに先立ち事前に必ず観察を行い、下記に示す段階を経てドキュメンテーショ

ンを作成し、カンファレンスで用いる資料とした。 

① カンファレンスを行う 1 週間～当日までに大学側の観察の実施（「対象児や他児、

保育の様子の記述」「対象児の様子についてデジタルカメラにて撮影」「適宜保育

者へのインタビュー」などを行う） 

② 観察後、それぞれの観察者が、エピソードや A 児の様子についての写真などを含

んだ簡易版のドキュメンテーションを作成する。その後、合同のカンファレンス

でどのような内容を伝えるかについて協議を行い、最終的に 1 名が正規版のドキ

ュメンテーションを作成する。 

③ 保育者によるエピソードや作成されたドキュメンテーションをもとに、カンファ

レンスを実施する。 

 図 2-2 に実際にカンファレンスで用いたドキュメンテーションの例（工作場面と遊び場

面）を示した。この連携においては、定型的なフォーマットは用いていなかったが、基本

的には①活動名、②子どもや活動に関する記述、③様子を示した写真、④観察者の疑問や

意見などの４つの要素を盛り込むこととした。ただし、④については、あまりに多くのこ

とを書く場合、カンファレンス時での話し合いや支援方法の検討が過度に焦点化されてし

まうのではないか、もしくは活発な意見交換が妨げられるのではないか、という懸念があ

った。そこで④に関しては、大学側は観察から得られた発見を 3 者の協議のもと整理し、

幼稚園教諭らと協議したい必要最低限のことのみをドキュメンテーションに盛り込むこと

とした。 

 

第 3 項 結果 

A 児の就学までに 9 回の保育カンファレンスが実施された（表 2-1）。以下、年長時に展

開された支援や保育カンファレンスの状況について、時期を区切りながら概要を示す。 

（１）年中クラス（9月～3月） 

 当初 A 児については、「活動中に興奮しすぎたり、衝動性が高いために、活動が困難で

ある（年中担任）」、「保育者の話の内容をどの程度理解しているのか全く分からない。自分

で考えて行動してくれない（年中担任）」などが指摘されており、担任教諭は日常の保育で

の対応に困っていた。そこで、大学との連携もしくはカンファレンスにおいて、一つ一つ

現状の整理からはじめていくこととした。提出されたカンファレンス資料やドキュメンテ

ーションの蓄積から、登園・遊び・設定活動など多くの活動で、Ａ児が落ち着いて活動に

参加できておらず、多くの時間で走り回ったり一人で過ごしていることが確認された。カ

ンファレンスではできないことや困ったことに注目があたりやすいという認識のもと、「本

人が幼稚園での生活を楽しいと思えるようなことを見つけていくこと」「そのような A 児

が楽しみをもって過ごすことのできる活動を少しずつ増やし、まとまりのある行動を増や

していこう」という方向性が必要であることについて、教員あるいは大学間でコンセンサ
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スが得られる。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 大学側が作成したドキュメンテーションの例 
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 その後数回のカンファレンスを得る中で、友達のしている「ごっこ遊び」に興味を持っ

ていること、朝の準備では他児が密集しているような状況はあまり得意ではないこと、な

ど、少しずつＡ児についての理解が深まっていった。年中の終わりになるころには朝の準

備で順番が書かれたカードを偶然用意したところ、そのカードを拠り所にして準備が早く

できるようになった事例が報告される。また保育者・大学側の双方から「道筋がはっきり

とわかる活動で A 児が活動に参加し易いこと」逆に「目の前にたくさんの刺激がある状況

はあまり得意でないこと」などが、実際のエピソードを交えながら明らかになっていった。 

 

（２）年長クラス前半（4月～7月） 

 年長前半では2回のカンファレンスを行っている。年中のときのカンファレンスから、本

児の「得意―苦手」や「好きー嫌い」が明らかになってきたが、この時期には特に友達と

のやりとりがうまくいかないこと（友達と面と向かって話せないなど）が心配であるとい

うことが担任より報告された。友達への関心は高くなってきているという共通理解のもと、

年中に引き続き A 児の興味のある活動を中心に、適宜保育者が友達との仲介を行っていく

ことが話し合われた。 

内容 備考
9月 観察

10月 第1回カンファレンス 「気になる行動チェックリスト」記入
11月 観察
11月 第2回カンファレンス
1月 観察
1月 第3回カンファレンス
3月 観察
3月 第4回カンファレンス 「気になる行動チェックリスト」記入
5月 観察
5月 第5回カンファレンス
6月 観察
7月 第6回カンファレンス
7月 A児への査の実施 WISC-Ⅲの実施
7月 検査結果の報告 保育者に対する報告
8月 検査結果の報告 保護者に対する報告

10月 観察
10月 第7回カンファレンス
12月 観察
12月 第8回カンファレンス サポートファイル作成に向けた話合
1月 観察
１月 第9回カンファレンス サポートファイルの内容に関する話合
～予定 小学校連携等 サポートファイルの提供

年
中

年
長

年月

表 2-1 A児に対する支援の実施状況 
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 この時期にはサッカーや野球、また投影機での影絵映しなど、A 児から遊びに興味を示

す場面も多くなった。またその中で友達とのやりとりも安定していった。ただし、まだ自

分の思いや気持ちを他者に伝えることを躊躇うことが多く、友達との関係の中では比較的

おとなしい姿もあり、他児からからかいを受けることもあった。 

一方、カンファレンスではこの頃、友達とのやりとりよりも、例えば「お絵かき・工作

などが苦手であるのに対して言葉の理解や記憶が得意である」など、A 児の持つ力にアン

バランスさがあるのではないかという漠然とした疑問が幼稚園と大学側の両者から指摘さ

れた。そこで客観的な評価を行い、改めて A 児の理解や支援方法について考える材料とす

べく、夏季休業の間を利用して、認知面の検査を行うこととした。 

 

（３）検査の実施（7 月） 

 7 月中旬「子どものためならかまいません（母親）」と保護者からの了承を得た後、大学

院生 1 名と年長担任 1 名により WISC-Ⅲを行った。A 児はクイズのような知識を問うも

のを好んでいたため「今日はクイズをするからね」と担任教諭から伝えていたところ、楽

しみにしていたようで、途中大きな逸脱などをすることもなく 1 時間ほどで検査を終了し

た。 

 検査の結果、視覚的な情報を処理・記憶する力である動作性 IQ と聴覚的・言語的な情

報を処理・記憶する力である言語性 IQ との間に統計的にも有意な大きな差があり、特に

後者の力がとても優れていることが明らかとなった。検査の結果は約 1 ヵ月後に教諭ら全

員と保護者に伝えられ、そうした客観的事実と日常生活状況との照合が行われた。この結

果、M や担任教諭らにとっては、これまでの中で整理された「A 児の得意/苦手やうまくい

く/うまくいかない支援」と「検査の結果」とが非常に対応するものであった。例えば A 児

に対して効果的であった支援として、耳元でしてほしいことの順番を伝えておくとすぐに

覚え、円滑に活動を進めることができたこと、逆に苦手なこととして人や物が入り乱れて

いるような視覚的複雑な状況を理解しにくいことなどは検査結果と明らかに合致していた。

こうした現状に対して、幼稚園の教諭らも納得し、あらためて効果的な支援方法を探ろう

とする。一方、保護者に対しては、検査結果の概要を理解し易いよう報告書を作成し、家

庭・園での様子について、8 月下旬に報告と意見交換を行った。 

当初保護者は「長男でこの子しかいないので、よくわからなくてこれが普通かなと思っ

ていたんですが、親戚からは少し違うといわれていて」と述べ、その後は検査の結果を淡々

と聞くのみであった。この報告の後、A 児に対する支援の必要性について、担任教諭は「保

護者が本当に分かっているかが分からないんだよね」「支援が必要っていうことが伝わっ

ているのかな。就学（に対して）もどういう気持ちなのかわからないよね」と M ならびに

周囲の教諭らに保護者との連携の必要性を感じつつも、母親の気持ちの分かりにくさも含

めて連携の難しさを指摘する。 
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（４）年長クラス後半（9 月～1 月） 

 この頃、担任教諭から主訴として挙げられていた朝の準備活動などはほとんど援助も必

要なく自分で行うことができるようになっていた。カンファレンスの中では、その都度、

縄跳びやブロック遊び、さいころなど様々な遊びに興味を示したり、自分から仲間入りす

る姿、などが確認された。また特定の友達にあこがれを抱いているという報告もあった。

ただし、興奮して自分の知っていることを一方的に友達に伝えようとしたり、逆に自分の

意見が受け入れられないことを不安がる様子を見せたことから、継続して配慮が必要であ

ることがカンファレンスの中で確認された。 

 

（５）サポートファイル作成（12 月～1 月） 

 12 月のカンファレンスにて担任教諭から「本児の状態を踏まえれば、やはり小学校に伝

えたいこと、配慮してほしいことをまとめなければいけない（担任教諭）」ということが指

摘され、園内の他の職員も同様の意見であったことから、就学支援シートの作成と小学校

への提出を行うことを最終決定した。これに伴い保護者に対して、作成と提出の意向を担

任教諭から示し、「A 児のためなら全く構わないです（母親）」という回答を得る。その後、

担任教諭から就学支援シートの内容や形態について検討したい旨提案があり、12 月下旬の

担任教諭と M との協議のもと、以下の点を考慮に入れることとした。 

① 単純な「できる/できない」のチェック方式では、これまでの A 児の課題や成長の

プロセスを含めた A 児の良い面を小学校側に理解してもらうことは難しいと考

え、より具体的な事例を盛り込むこと 

② A 児ができないことだけでなく、保育活動の中で得た得意なこと・好きなことに

も焦点を当てること 

③ できるだけ受け入れ側・伝えられる側の小学校が理解しやすく、読みやすいもの

を作成すること 

就学支援シートの作成に当たっては、東京都あきる野市が作成している「就学支援シー

ト：楽しい学校生活のために」を参考に、以下の 4 点をその内容として取り上げることと

した。 

① A 児の簡単なプロフィール紹介（基礎情報・検査結果・好きなことや得意なこと） 

② 幼稚園での様子（項目として「健康や生活に関すること」「人とのかかわりに関す

ること」「学習に関すること」「興味や関心に関すること」） 

③ 支援のポイントの整理 

④ 保護者の意向 

「幼稚園での様子」の項には、A 児についての具体的な情報が多く含まれる部分である。

つまり小学校側がサポートファイルをもとに理解してもらうためにも、この部分をいかに

工夫するかが鍵となると大学側は考えられた。そこでそれぞれの項目ごとに支援の鍵とな

るポイントを簡潔にまとめ、それを代表するようなエピソードや写真をドキュメンテーシ



第 2 章 研究方法 

 

32 

 

ョンや保育者の記録していたエピソードの中から抜き出した。最終的に、幼稚園での様子

の４つの内容について、これまでのカンファレンスで活用したドキュメンテーションの内

容を整理・選択し、４つそれぞれに対して A 児の典型的な姿またはこれまで行った支援の

内容が明示されている部分を抜き出すことで、全 14 ページからなるシートを作成した（一

部を図 2-3 に示した。残りの部は巻末資料を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 なお、最終ページには「保護者の意向」というページを設け（図 2-4）、小学校側にある

いは A 児が小学校生活をスタートさせるにあたっての願いを記入してもらうよう、保護者

（母）に依頼を行った。その後、保護者より A 児の対人関係での苦手さに対してうまく交

友関係を続けてもらいたいこと、いじめられないようになってほしいことなど、が記され

る。これに対して、教諭は「あまり感情表現出さないから全くわからなかったけど、こう

いうこと思っていたんだ（担任教諭）」とシート作成のために園を訪問した M に述べてい

る。 

 

 

図 2-3 就学支援シートの一部 
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図 2-4 就学支援シートにおける保護者の記入内容 
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（６）小学校への提出と幼小連携  

 A 児が小学校就学を迎える直前の３月中旬に、幼稚園のコーディネーターとして位置づ

いていた担任教諭が小学校へ就学支援シートを直接持参する。その後３月下旬、幼稚園側

から担任教諭１名、小学校側から校長１名、教頭１名、学年主任１名、大学側から M なら

びに大学教員１名の計６名にて、当該小学校の校長室にて、約１時間、A 児に関する情報

交換会としての連携を行った。 

 連携では、まず小学校側から「今あるいはこれまで見てきて気になることは何か」「小学

校でどのような配慮が必要か」などの質問が幼稚園側に行われる。小学校の質問内容につ

いては提出していたはずの就学支援シートに記載されたことから、担任教諭は「就学支援

シートは・・・（担任教諭）」と指摘する。その場で小学校校長に確認したところ、一度主

任と教頭が確認のために眺めた後、校長室の金庫に入れたとのことで、すぐに校長室内に

ある金庫から就学支援シートが取り出される。 

 その後、再度、幼稚園担任教諭が就学支援シートの該当するページを開きながら、これ

までの A 児ならびに予想される就学の姿について、特に学習面や友達との交友面を中心に

説明を行い、小学校側からも生活補助員の必要性など、担任教諭の意見に関連した意見や

質問が行われた。最後に教頭から保護者との連携の取れやすさについて質問があり、これ

までの経緯から、「困っているのは困っているんだろうけど、言ってこないし。少し（一線）

引いているところがあるから、こちらもわかりにくいんですよね（担任教諭）」とこれまで

の経緯を含めて指摘を行い、幼稚園―小学校間で共通理解した後に連携会を終了した。 

 

第 4 項 考察 

 本事例では、現在就学支援の主要な方法として位置づく、就学支援シートを中心とした

就学支援事例を扱った。当初、幼稚園ならびに大学側は、幼稚園生活を通して得る多様な

経験を就学時に提供する申し送りに関わる情報に付与するために、ドキュメンテーション

を用いた情報の蓄積と就学支援シートへの活用を試みる。しかし、こうした移行前の施設

が明確な意図を持って行った就学支援に対して、A 児と生活を共にする保護者ならびに A

児の就学後の生活の舞台となる小学校側の意図や思惑は、すれ違いや食い違いが生じてい

た。 

 保護者との意思疎通や連携についは、日々の送り迎え時に会話も少なく、また検査結果

の報告という機会を通しても、保護者の考えている意図や気持ちを担任教諭が納得性を持

って理解するには至らなかった。他方、小学校側との関係においては、当初より小学校側

の読みやすさ等を考慮に入れたつもりで幼稚園側は就学支援シートの内容や項目を作成し

た。それにも関わらず、小学校側は学級担任の決定や次年度の受け入れ体制に至っておら

ず、A 児のニーズの存在を同定できていない状況で、よもや就学支援シートを連携時の話

し合いに活用できるものとは考えていなかったと推察される。 

 こうした結果から、昨今、主流なものとして位置づく就学支援シートを用いた就学支援
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においても、単純にその用意を行うだけでは不十分であり、少なくとも就学に直接的に関

与する保護者や移行先の小学校との関係性を含めた上で、就学支援が位置づけられる必要

性が、本論の第 1 章での検討と同様に指摘された。生態学的視点に基づく就学支援を行お

うとする場合には、就学前機関、就学後機関、保護者、さらに専門機関等を含めて、それ

ぞれの実態、子どもや保護者との相互の関係性をとらえていく必要がある。しかしそうし

た把握のための情報取得にあたっては、誰が、どれだけ、どのように収集し、それをどの

ように活用するかを、先を見据えながら戦略を持って検討しなければ、本事例のように終

始事後対応に陥る危険性が考えられる。現行の就学支援の主要なツールである就学支援シ

ートでは、こうした部分は十分に扱いきれない。そこで本研究ではこのパイロット・ケー

ス・スタディの結果から、生態学的視点に基づく就学支援の理解と展開に向けて、先述の

本研究の方法に以下の視点や修正を加えることとする。 

 

第 5 項 パイロット・ケース・スタディを通した本研究の定位 

（１） 生態学的視点における保護者を含めた関係者への積極的関与 

 対象となる幼児と保護者並びにその周囲にいる関係者の意図や関係性の理解が、生態学

的視点に基づく就学支援を行うにあたって重要である一方、そうした把握は対象となる人

物の性格・特性あるいは関係性によって、時に難しい可能性がある。情報の収集と事例の

把握にあたっては、各々に対して時に積極的に関与するとともに、情報の出所や正確性に

気を配りながらも、複数の目・声から当事者らの意図や思いを把握し、照合していく必要

があるだろう。 

 この点において、当初設定したデータ収集の方法として、M がコーディネーターあるい

はコンサルタントとして参与することの意義が高まったと考える。ただし、繰り返しにな

るがその方法を用いる際には、事例の解釈に伴うバイアスの問題などに対処することが求

められる。 

 

（２） 情報収集の方法について 

先の見通しを持ちながら、関係性の理解を通した事例の把握とその先の就学支援をもた

らすためには、「情報の収集・保持・活用」を重視する必要があり、殊に就学支援シートの

みの活用ではその範囲と効果には制限があると考えられる。このことから、生態学的視点

に基づいた就学支援の展開に向けて、就学支援シートとは観点の異なる媒体が求められる

と考える。 

そこで本研究では、国内外の研究から就学支援における対象児、保護者、就学前機関、

就学後機関等の各状況あるいは生態学的視点を志向した研究から、特に Rous & Hallam

（2006）が移行支援のために作成しているチェックリストに改変を加え、「移行支援アセ

スメント」を作成した（表 2-2）。主な項目は「移行の種類・特性」「各関係者・関係機関の

整理」「機関同士の連携の取れやすさ」「移行支援のための活動」「横・縦の連携を促す情報
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を共有するための手段」であった。また移行に関わる各種情報ならびに移行支援アセスメ

ントを包括した情報媒体物として、「個別の移行支援計画」を作成した（図 2-4）。計画の様

式には、「表紙」「作成にあたっての文言」「移行支援のための活動例の紹介」「基本情報（フ

ェイスシート）」「支援者の役割と気になること」「移行支援アセスメント」「支援の経緯に

関する情報の整理」を含めた。 

総じて、本研究における就学支援では、コーディネーターあるいはコンサルタントとし

ての M が、移行支援アセスメントを含めた個別の移行支援計画を用いて情報の収集・保

持・活用を行う。加え、以下に示す各ケース・スタディの結果の提示ならびに考察に際し

ても、当時の就学支援に関する各活動やその状況、M・当事者・支援者らの意図や置かれ

た状況を示す一次情報として適時活用することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 個別の移行支援計画の書式例 
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図 2-4 個別の移行支援計画の書式例 
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第 3 節 本研究の構成と対象 

本研究は、小学校就学を控えた幼児や保護者に対する就学支援に関わる１つのパイロッ

ト・ケース・スタディと３つのケース・スタディによる複数ケース・スタディから構成さ

れている（図 2-5）。特に、３つのケース・スタディに関しては、現行の就学支援の内容や

支援を適用される対象の属性の関係（西尾ら, 2009）を考慮に入れた上で、生態学的視点

に基づく就学支援の利用可能性を検討するために、事例の選定基準を設けた。つまり、①

支援の内容や回数が保障されることの多い特別支援学校への就学ではなく、特別支援学級

または通常学級に就学する幼児を対象とすること、②就学の経験のなさから保護者の不安

やストレスが多く、求められる支援の必要性が高いことが予測される第 1 子を対象とする

こと、この二つを選定基準とした。これに基づき、本研究では下記 3 事例を研究の対象と

した。 

本研究の構成に関して、まず第 3 章では特別支援学級への入学を予定していたダウン症

児に対する就学支援を行う。また第 4 章では小学校通常学級への入学を予定していた対人

関係にニーズのあった幼児に対する就学支援を行う。二つの事例は生態学的視点を基盤と

した就学支援の導入事例として位置づけられる。その後、第 3 章と第 4 章で得られた結果

から就学支援の方法を改善し、第 5 章で知的障害のある自閉症幼児に関して、当該幼稚園

に対する就学支援のコンサルテーションを展開する。最後に、本研究全体を総括し、今後

のわが国における就学支援の在り方の検討を含めて、生態学的視点に基づく就学支援に関

する考察と課題を述べる。 
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図 2-5 研究の構成と対象の概要 
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第 1 節 目的 

 本章では、通常学級に比べ比較的障害の程度が重い幼児が通う場合が多い、特別支援学

級への就学に関して、生態学的視点に基づいた就学支援を行った。人的環境を含めた環境

との関係の中で幼児・保護者・支援者らがどのような経験をしながら就学あるいは就学支

援のプロセスを経るのかを明らかにする。また生態学的視点に基づく就学支援の初期の適

応として、その実践上の特徴と課題を明らかにする。 
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第 2 節 方法 

第 1 項 対象児と就学の前後の状況について 

 対象児はダウン症女児（B 児）である。6 歳 7 ヶ月時点での田中ビネー知能検査 V の結

果は、知能指数 67、精神年齢 4 歳 5 ヶ月であった。温厚な性格であり、対人関係上の大き

な問題は認められなかった。操作を伴う視覚的課題は本児の中では得意であったが、聴覚

的課題や継次処理に関わる力には苦手さが認められた。言語を介した大人とのコミュニケ

ーションは日住生活レベルでは大きな問題はなかったが、一方で友達同士でのやりとりで

「一方的に思いを伝える」「うまく伝えられずに尻込みする」などの姿も保育所年長時に見

受けられた。 

B 児は、2 歳から私立保育所に通っていた。就学することになった小学校とこの私立保

育所は学校区外の関係であった。家族は B 児・きょうだい児 1 名・母親・父親の 4 人家族

であり、近隣に住む祖母が保育所送迎を含む、B 児の育児に関与していた。就学に至るま

での主要な関係機関は、保育所・小学校・同市内の（旧）児童デイサービス 1 か所・同市

内の民間幼児学習塾・同市内の大学院生（筆者）の個別指導であった（就学前の状況につ

いては、図 3-1 を参照）。 

 

第 2 項 就学支援の展開にあたっての基本事項 

本事例に関わっていた当時の M は、各自治体が進める就学支援のインフラを基盤に「当

事者または支援者が立つ独特な状況から、いかに就学支援を作り出していくか」という部

分に重きを置いていた。この実現のためには、特に乳幼児期から就学後を見通した情報の

把握ならびにそれを通した支援のマネジメントが鍵を握ると考え、以下の４つを基本的事

項として就学支援を行った。 

第一に、M は B 児が通っていた保育園内にて継続的に個別指導を行っており、B 児の家

族の状態を含めて把握しやすい立場にいることから、保育所のコーディネーターとの連携

関係のもと、M が就学支援におけるコーディネーターとしての役割を担うこと。第二に、

対象児が就学 1 年前の保育所年長児 4 月より、生活の主要な場である家庭・保育所、さら

に関連する機関における情報収集ならびに連携の企画等を開始すること。第三に、就学前

数年間かけて蓄積されてきた水平的移行・垂直的移行時の情報についても、遡って就学支

援を導いてく際に活用すること。第四に、就学支援の具体的な展開に向けて、先述した移

行支援アセスメントならびに個別の移行支援計画を用いて、就学前後機関の連携を含んだ

就学支援を行うこと。 

 

第 3 項 分析方法と評価 

本研究の方法については先述のとおり、①就学前（年長 4 月前後から年長時 2 月ごろ）、

②就学直前（年長時 3 月ならびに就学後 4 月）、③就学後(就学後 4 月以降)の時期区分を設

けた。また分析の視点として、就学支援の目的に関する「子どもと保護者の心的状態や参
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加・適応の姿」、就学支援の方法に関する「就学支援のための活動そのもの」、就学支援の

活動や当事者・支援者らの行動に影響を与えうる「機関間の連携や関係性」の３つを設定

した。時期区分ならびに、こうした３つの展開を相互に関連したものとしてとらえること

で、種々の活動を通した、あるいは人との関係性の中で生じる当事者の生態学的状況を明

らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 就学前の B 児の水平的移行の状況 
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第 3 節 結果 

第 1 項 就学前（年長 4 月前後から年長時 2 月ごろ） 

 B 児は、保育所・小学校・同市内の（旧）児童デイサービス 1 か所・同市内の民間幼児

学習塾・同市内の大学院生の個別指導、など比較的多くの関係機関を利用していた。週に

おおよそ 4日は保育所、1日は専門機関（児童デイサービス）に通っていたが、こうした

生活の仕方について担任保育士は「いつもの保育の流れが止まってしまうので、少しやり

づらい」と B 児のカンファレンスの際に述べており、なるべく毎日保育所に通園してほ

しい希望を持っていた。また B 児父親の仕事の都合上、平日に休みをとりそれにあわせ

てやはり B 児も休んでしまうことがあり、こうした点を含めて、送り迎え等で比較的顔

を合わせることの多い母親との間で、共通認識を取りにくい状況が 4 歳児年中の頃からで

続いていた。こうしたこともあり、B 児が年長にあがる前の 2 月の保護者懇談の際に担任

教諭ならびに当該保育所の保育コーディネーター、また M が同席するなか、なるべく園

に通ってほしい旨がコーディネーターから伝えられ、母親もそのように努力することをそ

の場で伝えていた。 

 なおこの保育所では、B 児が年長になったころより、障害のある幼児に対して、園で独

自の個別の指導計画を作成し、子どもに関する発達や行動の評価を行うこととなった。月

に 1 回程度指導計画の進展を交えたカンファレンスが継続的に開催されていた。カンファ

レンスの参加者は、担任保育士、フリー保育士、コーディネーターらならびにこの頃保育

所にて B 児に対して 2 週間に 1回ほど個別指導を行っていた M であった。 

ところで、B 児が年長直前の 3 月に、母親は、就学先を特別支援学校、大規模校の特別

支援学級、小規模校の特別支援学級（いずれも当該保育所とは学校区外の関係性）のいず

れにするかで悩んでいることを保育所側に伝える。学校選択に関連して母親は、これまで

の保育所生活で他の友達とやり取りすることが少ないことが気がかりであったことを指摘

し、さらに学校区外の関係にある、知り合いの少ない小学校で B 児が友達関係を作れるか

どうかに不安を感じていた。加えて、母親は「この保育所の子どもとは一緒にならない可

能性が高いのだから、今のうちに同じ小学校になるかもしれない子どもが多くいる保育所

に遷ったほうがいいのかなと思うんです」と、年度途中での学校区内の公立保育所転園の

話を切り出す。それまでのやり取りから保育所側は「母親は本音をこちら（保育所）にあ

まり積極的には話してくれない（保育所コーディネーター）」と認識しており、その対応に

悩む一方で、こうした「転園」という大きな決断を切り出すに至った保護者の心境から、

B 児ならびに保護者に対する就学支援を導いていくにあたって、母親が悩んでいた「友達

との交友関係」を一つの重要な事項として位置づけることを、その当時 M と保育所コーデ

ィネーターはその時の話し合いの後に、確認しあう。 

結果的に、最終的には 2 月に保育所とは学校区外の関係にある小規模校特別支援学級へ

の就学が決定するが、それ以前で保護者は就学先の決定に悩んでいた。年長の頃 6 月に、

保育所と保護者懇談の際、B 児が通っている民間幼児学習塾の講師より母親が「小規模校
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のほうが一人ひとりに目が行き届きやすく、丁寧な教育を受けることができるかもしれな

い」という助言を受けていたことが母親から話される。小規模小学校の話はもとより、保

育所ならびに M はこの民間幼児学習塾に B 児が通っていることを知らなかったため、両

者ともに驚き、改めて保育所コーディネーターは「お母さんの気持ちや本音がどこにある

のか気をつけないと分からないね」と指摘する。 

こうした保護者（母親）に関する事柄も含みながら、その後は、保育所コーディネータ

ーからの情報提供（随時）や、保育所コーディネーターの同行付での小学校見学ならびに

校長等との面談（8 月）、就学予定の小学校側の保育所見学と保育所・M での三者懇談（2

月）などが行われた。 

就学前の保育所年長時 1 月に M は移行支援アセスメントを実施する。その結果を表 3-1

ならびに表 3-2 に示した。移行支援アセスメントの結果、B 児の移行において強みまたは

弱みとなることが想定された事項について、以下のような点が挙げられた。つまり、強み

として①保育所ならびに保護者が作成するサポートファイルは小学校側に提出するが、一

方で小学校側と保育所間で複数回の直接連携が取れること、②保育所―小学校のコーディ

ネーターが連携に関与できること、弱みとして③B 児が第一子であり保護者にとっても就

学が初めての経験であること（垂直的移行に関わる事項）、③保育所と小学校が学校区外の

関係であり B 児が知っている他児が少ないこと（垂直的移行に関わる事項）、④学習塾ま

た児童デイサービスと他の機関の関係性が取りにくいこと（垂直的移行ならびに水平的移

行に関わる事項）。こうした事項において、特に B 児の就学ならびに周囲のものの就学支

援の展開に影響を与えるものと当時 M は単独で考えていた。 

その後、上記のアセスメント結果を踏まえ、下記に示す３つを就学支援で重要視する

ことを、保育所のコーディネーターとの協議をふまえ、就学前の 2月にかけて決定した。 

① 情報の整理の仕方について、保育所・家庭2、また大学院生からサポートファイル

や就学支援シートは作成するが、それぞれが連携・調整することは時間的に難しい

と考えられ、別個に作成することとした。 

② 関係機関・メンバーに関して、民間学習塾と小学校、療育機関とその他機関の関係

性が不明であり、この点について、関係性に関する情報をさらに得ながら関与する

機関の巻き込みを図ることとした。特に民間学習塾（教育機関）・療育機関の二つ

については、原則コーディネーターを介した情報収集あるいは提供のみで関与する

こととした。 

③ 保護者に対する支援として、自身のことをあまり話さない保護者の不安な気持ちに

対応すること、特にそうした気持ちを小学校側の教員に理解してもらえるよう、事

前の配慮や支援者からの代弁が、必要であるかもしれないことを確認した。なお、 

                                                   
2 この保育所では慣例的に特別な配慮を要すると考えられる幼児に対しては、保護者と担任教諭との連

携のもと、子どもの就学にあたっての「ねがい」や支援のポイントなどを両者が同じ用紙内にサポート

ファイルとして、まとめる手法がとられていた。 
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表 3-1 移行支援アセスメント（各機関の状態）の結果 

表 3-2 移行支援アセスメントによる強みと弱みの把握 



第 3 章 小学校特別支援学級への就学に向けたダウン症児に対する就学支援 

 

47 

 

連携のキーパーソンとして保育所のコーディネーターと M の２名を自ら指摘した。 

 

第 2 項 就学直前（年長時 3 月ならびに就学後 4 月） 

就学時（3～4 月）には、保育園が継続的に行ってきた活動として、保護者・保育者の協

同によるサポートファイルが実際に作成されることとなった。ただし、保護者らが作成す

るサポートファイルには生活の過ごし方や他児とのかかわりなど生活全般に関する事項が

入る一方、細かい発達の姿を小学校での教育内容へ活かすための内容は含まれていなかっ

た。そこで、コーディネーターと M との協議のもと、指導を行っていた大学院生である M

の過去の支援活動の経緯や発達的特徴について、就学支援シート（個別療育版）を作成し

申し送りすることとした（図 3-2）。 

 

 

 

 

 就学前の３月には会議日時の調整のみを行い、４月に入ってから実際の保小連携を中心

とした連携会を開催した。連携会の開催は４月中には、４月５日ならびに４月２６日に下

記のとおり実施された。 

① 4月 5日： 入学式事前練習（保護者・小学校・保育所・M。小学校にて） 

② 4月 26日：1 回目話し合い（小学校・保育所・M。小学校にて） 

 

図 3-3に、入学式事前練習について、保育所職員との協議に使用した資料を示す。 

図 3-2 B児に関する就学支援シート（個別療育版） 
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図 3-3 入学式事前練習の様子（保育所での共通理解・協議用） 

入学式前日の練習風景 

 

期日：2011 年 4 月 5 日 10 時半～11 時半  場所：○○市立 ○小学校 

メンバー：お母さん、○○さん、○○くん(弟)、○○小学校（校長、教頭、クラス担任、学

級担任）、○○保育園（担任、コーディネーター）、M 

大まかな内容 

・ 校長先生との対面 

・ 保護者と校長先生の話 

・ B さんの入学式の練習 

・  

 

 

 

 

 

 

 

6 年生と一緒に入学式の

練習にいくよ 

おねがいします！ 

ここに座る

んだね 
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4月 26日に行われた協議の際には、事前に M ならびに保育所２名が小学校での B 児の

様子を観察し、保育所からの引継ぎ資料や個別の移行支援計画内の情報に追加する形でド

キュメンテーションを作成した。この日には、特に B 児が就学後すぐに母子分離の後に

泣いてしまったこと、休み時間には拠り所・楽しみとしてブランコを遣って遊んでいるこ

と、など小学校への初期の適応に関する協議が中心となっていた。ただし、観察の際に保

育士担任らは友達との交友関係について注目し、そのときの様子について学級担任に尋ね

ることで、保護者が気にしていた同級生との関係性についても協議を行う。例えば、交流

学級の同級生と関係に問題がないことだけでなく、保育士担任も M も想定外であった

が、上級生と休み時間によくドッジボールなどをして遊んでいるなど、関係性が良好であ

ることが指摘された（図 3-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 項 就学後(就学後 4 月以降) 

 7 月 26 日ならびに 10 月 6 日に下記のとおり連携会を実施した。 

① 7月 26日：2 回目話し合い（小学校・保育所・M。小学校にて） 

図 3-4 4月 26 日の B児に関する協議内容（実際の連携資料より抜粋） 
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② 10月 6日：3 回目話し合い（保護者・小学校・保育所・M。小学校にて） 

 

図 3-5に 7 月 26 日における協議内容をまとめたものを示す。B 児の入学後から数ヶ月

が経過し、特別支援学級の担任も B 児に関する理解と支援の方法を日々の教育活動の中

から進めていく中で、「小学校生活への慣れ・適応」「学習面に関する詳細」「保護者を含

めた送迎・学童保育の確認」「支援学級内の他児とのやりとり」の４つについて、協議が

行われた。 

他児とのやり取りについては、4 月時にも指摘された交流学級や上級学生との関係性の

よさが引き続き指摘された一方、同じ特別支援学級に在籍する唯一の児童とあまり相性が

ないことについて、B 児がその児童を苦手としていることについて、B 児の普段の性格等

を含めて、議論される。 

学習面については、個別指導を行ってきた M との間で、前年度どのような内容を指導

で扱ってきたのかについて学級担任より質問を受け、それを踏まえて M は視覚刺激を手

の動作を伴いながら扱う力、または聴覚的短期記憶において配慮が必要な旨をはじめ、細

かい認知特性の実態について報告を行った。 

他方で、保護者の実態が十分につかめていないという小学校側からの報告もあり、送

迎の状況や学童保育活用の見通しに関わる事項について、保護者がどのような希望や願い

を持っている可能性があるかについて情報交換が行われた。少なくともこの話し合いで

は、小学校の学級担任は B 児が母や祖母の付き添い、あるいは時折車で送迎する状況に

対して、「いったいこれからどうしたいのかお母さんの希望はなんなのだろう。一人で通

わせる気はない？（支援学級担任）」と疑問を持ちながら、それを探ろうとしていた。 

 

 

 

 

小学校生活への慣れ・適応 

・一日の流れの理解 

・体力、睡眠 

・給食 

学習面について 

・国語→単語・文の読み 

・算数→具体物の使用 

※宿題での色塗り 

送り迎え・いきいき 

・登下校での送り迎え 

（保護者について） 

・学童について 

支援学級内でのやりとり 

・先生とのやりとり 

・I さんとのやりとり→ちょっと苦手？ 

図 3-5 7月 26 日の B児に関する協議内容(実際の連携資料より抜粋) 
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図 3-6 に、10 月 6 日に実施された連携会時に M が用意した資料を示す。この日は 4 月

5 日の連携依頼、半年振りに保護者・小学校・保育所・M を交えて、4 者で情報共有を行

っている。当時の M は、保育所時代からその当時までの約 1年間を振り返り、B 児の成長

と今後求められる支援を整理することで、就学支援としての一定のまとめを行おうと意図

していたようである。 

協議では、まず B 児が大人とどのように接するかについて、観察時にまじめに授業等を

受けていた姿から、「保育所のころは好きなブランコをやりだしたら、大人がいくら言って

も絶対にまげない、がんこちゃんだったのに」と担任保育士は驚きを隠せない状況にあっ

た。これに対し、学級教諭は「がんこな姿はこれまで一度も見たことない」と述べる一方、

その当時の M は「無理してない？（協議資料に記載したメモより）」と、M の過剰適応を

心配するが、結局保育士らや担任教諭がさほど、心配していなさそうな状況にて、口を挟

むことを控えてしまう。 

一方、就学の前から保護者（母）が気にしていた、他の同級生とのかかわりについては、

表 3－6 の連携資料に添付されているいくつかの写真から見える姿も交えて、学習や遊び

など様々な場面にて、同級生・上級生と関わることができていることが、小学校支援学級

担任から指摘される。保護者（母）からは「上級生と関わることなんて保育所時代はなか

ったから、想像もしていませんでした」「こんなことしているんですね」と安心した表情を

示していた。これに対して、保育所の担任保育士も同様に、かつての保育所の生活では見

ることができなかった姿に「子どもって場所が違うと変わるものですね」と指摘している。 

 

第 4 項 その他の事項について 

小学校・保育所・M との間での協議を 4 月より進める中で、民間学習塾との連携につい

ては、当初、データの収集や情報交換程度を想定していたものの、M はかつて就学前に保

護者と民間学習塾との関係性が、どこよりももっとも強くつながっていた印象を持ってい

た。このため、民間学習塾を含めた多機関で集まり、複数の視点を交えることで B 児への

支援を保障させようとし、4 月下旬に民間学習塾との連携の可否について、一度小学校へ

口頭での打診を行っている。しかし、小学校側からメールにて「小学校での教育内容が確

実に押さえられてからがよい」との指摘を受けるとともに、保育所コーディネーターより

「本人のためといっても、お互い全く知らない状況で躊躇してるのでは。連携を取りたく

ないって言うメッセージかもしれない」と指摘を受ける。こうした状況から、就学後に在

籍・利用する機関として唯一残っていた 2 つの施設を、無理に結びつけようとすることを

M は行わないこととした。 

また、10 月 6 日の連携が終了した後に、母親に対して今回の就学支援の成果に関する社

会的妥当性に関する調査を質問紙の依頼を通して行った。その結果を表 3－3 に示す。今

回の就学に関わって、実際に、B 児と他児との関係性の問題や就学先の決定で悩みを抱え

ていたことが、10 月 6 日の連携終了後に改めて母親から口頭で指摘された。ただし、そう 
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した不安に対して「私や B のことを知っていてくれる人がいてくれたので、うまく私から

伝えることができないことも助けていただいてとても心強かったです」と、過去つながり

をもった人物が、新しい環境にまで延長して傍らにいてくれることに対して、確かな拠り

所があるという点からの安心感を得ていたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

1
そう思わない

2
あまりそう思わない

3
どちらでもない

4
ややそう思う

5
そう思う

今回の就学でお子さんはスムーズに小学校生活に適応できましたか？

今回の支援はお子さんの新しい小学校生活への適応
によい影響を与えましたか？

今回の小学校就学に際して、お母さんやご家族に不安はありましたか？

今回の小学校就学ではお母さんやご家族自身はスムーズに
新生活をスタートさせることができましたか？

今回、保護者の思いや意見を支援者は理解してくれましたか？

今回、保護者の思いや意見を支援者に伝えることができましたか？

表 3-3 母親に対する就学支援の社会的妥当性に関する調査 
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第 4 節 考察 

B 児の就学前後での水平的・垂直的移行の様態変化、ならびに就学支援のプロセスにお

いて支援者らによって検討された内容や支援活動など、主要な事項を図 3-7 と表 3-4 に示

す。 

 

 

 

 

就学前（4月～2月） 就学（3月～4月） 就学後（5月～）

子どもと保護者の心的状態
参加や適応の状態

・学校選択（小規模or大規模）の悩み

・保育園での安定した人間関係
　→就学後の友人関係への不安

・通学方法に関する悩み
・A児が登校時に泣いてしまうこと

・特学担任、クラス女児との関係づくり

・ポジティブな学校適応

・上級生との関わり

就学支援のための活動

・保護者の小学校見学
・小学校側の保育所来所・見学

・保育所－大学間でのカンファレンス

・サポートファイルの作成
・院生による療育内容の申し送り作成

・保護者とA児の小学校見学
・A児の入学式練習（個人）

・保護者・小・保育所・院生間でのカン
ファレンス

・サポートファイルの提出
・申し送りの提出

・小・保育所・院生間でのカンファレンス
・保護者・小・保育所・院生間でのカン
ファレンス

機関間連携や関係性

・A児の周囲の支援者の把握
・就学支援におけるキーパーソンの確認

・市内療育機関との連携が難しいこと
・祖母の協力が得られること

・民間学習塾を巻き込んだカンファレン
スについて、小学校側の意向（拒否）

就学前の機関 就学後の機関

〇私立保育所
〇市内児童デイサービス

〇民間幼児学習塾
〇大学院生の個別療育

〇公立小学校特別支援学級

〇民間幼児学習塾

表 3-4 B 児に関する就学ならびに就学支援の状況のまとめ 

図 3-7  B 児の就学前後での水平的・垂直的移行の様態変化 
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 本章では、生態学的視点に基づく就学支援が展開されることで、支援にどのような視点

や内容がもたらされるかを検討した。当初、母親にとっての学校選択の問題は、当該保育

所での生活で友達関係が希薄であるという認識のもと、「新しい環境で地域の同級生とも

っと関係を持ってほしい」という願いを交えながら、大きな悩みとなっていた。こうした

悩みあるいは不安に対して安心してもらうための働きかけを行うことはそう容易ではなか

った。そこで M ならびに保育所コーディネーターらは、新しい小学校担任らを巻き込みな

がら、新しい環境での友達関係あるいは人間関係に関わる事項を重視し、それに関わる情

報を集めた。結果的に、交流学習の時間における親学級での同級生との交流に加えて、休

み時間での上級生とのかかわり、あるいは同じ特別支援学級の I 児との関係性をとらえ、

保護者に還元することが可能となった。 

 本事例のカンファレンス等で取り上げられ話題の中心となった事項は、当初から支援者

の間で共通に重要視されていたわけではなく、就学支援のプロセスの中で意図的に引き出

されなければ、その事実は生活の内に埋まったままであったかもしれない。生態学的視点

からこうした情報を拾い上げ、一元的に管理し、活用することで、当事者や支援者らの周

囲に埋もれている事項を、新環境適応上の重要な事項として位置づけることが可能になり、

保護者の安心に寄与する可能性が示唆された。 

一方で、こうした B 児と保護者の新たな環境への適応を支えるにあたって、支援者側に

は自ら行いたい支援の内容や方向性に制約が存在していた。特に保護者の本音が引き出せ

ていないのではという思いもあり、当時 M は民間学習塾ならびに小学校に対して、連携協

力の打診を行う。しかし、民間学習塾は可能であるとの回答を得るものの、児童デイサー

ビスと小学校側からはそうした多機関との連携には応じることができないという回答を得

る。それぞれの理由からは、職務上、安易に公的な連携を取ることができない実情が報告

された。特に、民間学習塾と小学校の関係を鑑みれば、B 児や保護者のことをこの段階で

は十分に理解していな小学校側は、（正体のわからない）民間学習塾に対して、連携の必要

性を感じていない、あるいは同じような「学習」を扱う職種である一方、その理念や手法

を異にする可能性もある状況で、一歩踏み込んだ対応を控えるような意図があったかもし

れない。就学支援において、当事者に対する理解や具体的支援方法の拡大をもたらすため

には、多機関関与が前提となってくる。しかし、関係職種間の連携の展開や関係性の維持

のためには、支援者側の声を収集することを始め、就学支援開始当初から配慮が求められ

ることが示唆された。 
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第 1 節 目的 

本章では、発達の遅れを伴わない幼児の通常学級への就学に関して、生態学的視点に基

づいた就学支援を行った。第 3 章と同様に、人的環境を含めた環境との関係の中で幼児・

保護者・支援者らがどのような経験をしながら就学あるいは就学支援のプロセスを経るの

かを明らかにする。また生態学的視点に基づく就学支援の初期の適応として、その実践上

の特徴と課題を明らかにする。 
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第 2 節 方法 

第 1 項 対象児と就学の前後の状況について 

対象児は公立保育所に通う男児である（C 児）。1 歳半健診にて発達の遅れが疑われ、健

診後フォロー機関・大学相談機関等を経て、同保育所に 3 歳時より入所した。発達の遅れ

が疑われたころには「無目的に走り回る」「会話がオウム返しで関係がとりにくい」などの

行動の特徴が見られたが、年長時には「友達との関わり方が分からず一緒に遊べない」「保

育者が指示を出している途中で割り込んで話す」などの姿見受けられた。6 歳 0 か月時点

での K-ABCの結果は認知処理過程尺度 100、継次処理尺度 127、同時処理尺度 80 であり、

1％水準で認知能力間の有意差が認められた。言葉の記憶が優れている一方、視覚的な絵・

図また周囲の状況を理解したり分析的に思考することが苦手であった。なお、最終的な本

児の就学先は保育所と同じ学区の小学校通常学級（通級指導教室利用あり）であった。 

 C 児は、1 歳半健診にて発達の遅れが疑われ健診後フォロー機関に通っていた。その後、

フォロー機関で「無目的に走り回る」「オウム返し」が頻繁に見られたため、同市の子育て

支援センターを介して、Ｍ所属の大学相談室に紹介された。3 歳前に公立保育所へ入所し

た。家族は C 児（第一子）・きょうだい児 1 名・母親・父親の 4 人家族であり、祖母が C 児

の育児に関与していた。就学に至るまでの主要な関係機関は、保育所・小学校・児童デイ

サービス 2 箇所（うち 1 箇所は近隣市）、近隣市の医療機関、大学相談室であった（図 4-

1）。 

 

第 2 項 就学支援の展開にあたっての基本事項 

本章における事例に対する就学支援の展開については、前章の４つの基本事項を踏まえ

ることとした。また、前章の事例で明らかになった課題をもとに、対象児がおおよそ対象

となる幼児が就学を控える年長になる前後にて、関係する機関同士でのつながりを重視し

た活動を展開させることとした。 

 

第 3 項 分析方法と評価 

分析方法と評価についても前章のとおりとした。つまり、本事例の就学や就学支援の

分析を行うに当たっては、まず、就学支援の時期区分について、①就学前（年長 4 月前

後から年長時 2 月ごろ）、②就学直前（年長時 3 月ならびに就学後 4 月）、③就学後(就学

後 4 月以降)の時期区分を設けた。また分析の視点として、就学支援の目的に関する「子

どもと保護者の心的状態や参加・適応の姿」、就学支援の方法に関する「就学支援のため

の活動そのもの」、就学支援の活動や当事者・支援者らの行動に影響を与えうる「機関間

の連携や関係性」の３つを設定した。 
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図 4-1 就学前の C 児の水平的移行の状況 

Ｃ 
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第 3 節 結果 

第 1 項 就学前（年長 4 月前後から年長時 2 月ごろ） 

 先述のように、C 児は 1歳半検診を機に、その後年長にかけては、保育所、小学校、同

市内の児童デイサービス 1か所、近隣市の児童デイサービス 1 か所(居住地よりおよそ 30

キロ)、近隣市の医療機関（居住地よりおよそ 30 キロ）、大学相談室、など多くの関係機

関を利用していた。週に４日は保育所に通う一方で、おおよそ 2 週間に一度、同市内の児

童デイサービスに平日、隣接する市の児童デイサービスに土曜日通っていた。保護者は C

の発達や気になる特性を理解しようと多くの支援者に助言を求める一方、それを「障害」

というラベリングをつけて扱い、言葉にすることには戸惑いを抱えていた。こうしたこと

から、医療機関においても特定の障害の診断を受けることは控えていた。 

C児のニーズへの対応について、母親は近隣市の児童デイサービスには好意を寄せてい

る一方、幼児への指導が主であり保護者と専門家との間の連携が薄い市内デイサービスに

はよくない印象を持っており、年長の際にはこの同市内の児童デイサービスへの通所の送

迎は主に父親が行っていた。 

 C 児が保育所の年長になったころ、保育所―大学―近隣市の児童デイサービスならびに

保護者の間での懇談会を 2回開いた（表 4-1）。開催の目的は「1年後の就学に向けて、そ

れぞれの場で生活している実態からその情報を集め準備を行うとともに、その過程を通し

て就学支援に向けた連携体制を事前に整えること」とであった。時期は 4 月と 7月の 2 回

であり、その際の参加者は以下のとおりであった。 

① 4月末 保育所・保護者・近隣市の児童デイサービス間の懇談（於：保育所） 

② 7月末 保育所・保護者（父・母）・大学側（Ｍ）間の懇談(於：保育所) 

 

しかし、当初コーディネーターとしての役割を担っていたＭが、企画・日程調整等を

行っていたが、支援者間の関係性が十分に構築できていない段階にて、「不安感の高い保

護者（母）に対して、すべての話し合いに参加させて大丈夫なのか」との指摘を児童デイ

サービスから受ける。また保護者に加えて、関係する支援者のうち直接連携を取ることが

可能であった保育所・近隣市の児童デイサービス・大学の計 4 者間での懇談を予定してい

たが、これに対しても「思わぬ形で予期しない合意形成等が図られ、結果保護者や支援者

らに不利益が被る危険性がある」という大学相談室の支援者の指摘を受ける。これを考慮

に入れ、4月ならびに 7 月の会議では、生活の大部分を占める保育所・保護者の 2 者に、

児童デイサービスか大学側いずれか 1 箇所が参加し、保護者に過剰な負担や思わぬ誤解が

生まれないように配慮を行うこととした。 
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4月時 

・進級した段階での新しい環境における身辺自立等の適応状態（担任より） 

・自由遊びの際に生じる他児とのトラブルの確認(担任より) 

・家庭で生じるパニックとパニック時の行動の説明（父親より） 

 

7月時 

・上記 3 つの事項に関するその後の確認（Ｍより） 

・言葉でのやりとりの特異性（担任・母親より） 

・友達関係の向上の確認（担任より） 

・クラス内の設定活動における C 児の理解の程度について（担任・Ｍより） 

 

 その後、8 月に入り保護者の小学校見学、通級指導教室担任との懇談、10月には医療機

関での心理検査の実施など、就学にむけた地域における公的な就学支援のインフラに基づ

いた各種活動が展開される。ただし、例えば小学校見学を終えた直後、「特別支援学級と

通常学級または通級指導教室をどのように考え、どちらを選択すればよいのか」と母親は

感じ、Ｍの所属する大学相談機関に訴える。また医療機関で実施された心理検査において

も想定していた数値とは異なる結果が出たことで、C 児が新しい環境にて生活を送ること

ができるかに関して、さらに不安を抱える。これを受け、就学先の選択やそのための諸活

動で“ゆれる”保護者の状態について、M が関係する情報を大学―保育所―児童デイサ

ービス間でメール・電話等を用いて共有しながら、各場で母親の発する言葉の内実に気を

つけるとともに、適宜母親に対するフォローを支援者間で行うようＭは調整を行った。 

 12 月になり母親と父親は、C児の就学先を小学校通常学級入学ならびに通級指導教室の

利用に決定する。同時に、保護者は就学予定の通級担任との間で、就学に向けた準備（教

育）として、「小学校に入る際に求められるスキル」の事前練習を C児に行うこととして

いた。具体的には、4月小学校就学までに C 児に身につけてほしい生活スキルとして、

「着替え」「薬を自らで飲むこと」「通学路の確認」などが、通級担任から保護者に指摘さ

れていた。ただし、保護者と通級担任との間で交わされたこうした内容から、C児に過剰

な期待が寄せられ、結果的に訓練的な要素が強くなってしまっていた状況が、母親と大学

相談室との定期的な指導時の面接から明らかになった。そこで、大学側と近隣市の児童デ

イサービスはそれぞれの指導で保護者と介する毎に「保護者の心的状態の確認」を行い、

共同して保護者ならびに C児のフォローを行った。 

 C 児に関する移行支援アセスメントの結果を表 4-2 に示す。なお C 児の移行において強

み（表中の赤字）または弱み（表中の青字）となることが想定された事項について、以下

のような点が挙げられた。 

まず強みに関しては、①保育所から三分の一近くの児童が小学校に就学するため C 児の

ことを十分に知る児童がいること（垂直的移行に関わる事項）、②同小学校が自校で通級指

導教室を有しており専属の教員いること、③保育所と小学校は学校区の関係であり、また

表 4-1 4月と 7 月時の懇談の協議内容 
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Dを担当しており、D の育ちの経緯や保護者との関係の取り方などについて把握している C

表
4

-2
 

C
児
に
関
す
る
移
行
支
援
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
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数百メートルしか離れていないこと、④就学支援シートを活用した連携会の実施に関する

体制整備が教育委員会主導にて進められ始めていること、⑤年長時の担任は、年少のころ

担任していることが挙げられた。一方、弱みになりうる事項に関しては、①C 児が第一子

であり保護者にとっても就学が初めての経験であること（垂直的移行に関わる事項）、②保

護者が信頼を寄せている T児童デイサービスならびに医療センターが、比較的 C児の生活

から遠方の場所にあること（水平的移行に関わる事項）が挙げられた。 

上記のアセスメント結果を踏まえ、下記に示す３つを C児の就学支援で重要視するこ

とを、保育所のコーディネーターとの協議から決定した。 

① 就学支援を支える活動の展開に伴って、逐一保護者の心理的状態の確認を行うこと

が必要であること。そのために可能な関係機関間での情報共有を行い、それぞれの

場で適切な対応・助言・フォローができるようにすること。 

② C児が通常学級を利用することから、量的に多くの就学支援を受けること、特に関

係機関による複数回にわたる連携を行うことは、それぞれの職務実態に合わせると

非常に難しいと考えられた。このため少ない連携機会をうまく活かすために、事前

の情報のまとめが重要になると思われた。そこで、家庭を含めた各期間内での C児

の育ちを、就学支援シート等を用いてまとめることとした。 

③ ①にも関連し C 児ならびに C 児の関係する機関が比較的多いことから、少ない連携

の機会にて情報の混乱等が起きないよう、これまでに経年的に蓄積されてきた C児

または C 児の保護者に関する情報を移行支援計画にて一元的に管理し、連携会で随

時引き出し、小学校側に申し送りすること。 

 

なお、就学支援シートの作成にあたっては保育所と保護者は市が指定する書式にて記

載を行い作成した。また大学機関ならびに児童デイサービスにおいては M らが調整を行

い、計 7 ページの就学支援シートを作成した（巻末資料を参照）。大学・児童デイサービ

ス側の項目は下記のとおりであった。 

① 表紙 

② 目次 

③ 基本的なプロフィール（生育暦、利用している機関、検査結果等） 

④ 支援のまとめ（保育所や養育機関での指導内容、就学後も必要と思われる内容） 

⑤ 支援の内容に関するエピソード（友達関係に関すること、集団での様子に関する

こと、日常生活に関すること、学習に関すること） 

⑥ 保護者から 

 

第 2 項 就学直前（年長時 3 月ならびに就学後 4 月） 

3月中旬に、就学に向けた連携会での配慮の検討を、Ｍ主導のもと、保育所、近隣市児

童デイサービス、大学にて行った。配慮の内容については、入学直前に 1 回行われる連携
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会に向けて「連携会の目的」、「連携会で行う活動内容」「伝達内容の明確化（送り手側が

伝えたい内容と受け取り手側が知りたい内容）」「今回の連携の強みと弱み」をそれぞれ検

討した。それぞれの詳細について下記に示す。 

 

①連携会の目的 

今回の支援ミーティングの大きな目的は、保護者・これまで関与してきた支援者・就学

先の小学校との間で情報交換を行い、それを通して以下の二つを目指すこと 

a.本児のスムースな小学校適応ならびにその後の飛躍を支えること 

b.就学に伴う保護者の不安を減らし、門出としての就学への期待を支えること 

②連携会で行う活動 

a.挨拶、関係者の紹介 

b.保護者の願いの共有 

c.関わってきた関係者から小学校への本児に対する支援や課題・コツ等の伝達 

d.就学後の体制、または不測のことがあった際の今後の状況についての確認 

③伝達内容の明確化 

a.小学校側からの希望（スタンス・ポイント） 

   ・新しい生活のために必要な配慮等は伝えてほしい（多すぎても困るが） 

      例⇒「一斉指導の中でこちらの指示で動くことができるか」「友達関係」 

「自分から意思を発信できるか」「パニック」「保育所での具体的な支援」 

   ・〇〇は苦手だから～～が必要という情報がほしい 

     ・パニックや気になることの「きっかけ」や「その後の対処方法」 

     ・よかった支援や成功例 

b.これまで関わってきた方からの伝えたい/つなげたい事柄 

      ・友達とのコミュニケーション（自分や相手が傷ついてしまうこと等）  

・本児の特性と良さを、周囲（大人、子ども）に認めてもらいたいこと 

・気持ちを人に伝えることについて 

・出来事を人（家族）に伝えること 

    ・機械的な学びではなく、体験を通した学びや自分の頭で思考した学びの歴史 

    ・友達とのぶつかりの中での葛藤、葛藤の対処の仕方について 

    ・保護者の「待ち・我慢」の姿勢の変化、とそれに伴う本児・保護者の変化 

    ・本児の規則・ルールとどう付き合い、向き合ってきたか、崩してきたか 

    ・自己を調整しながら、どう大人とつき合ってきたか 

    ・保護者のこれまでの経緯 

    ・認知面の特性について 

c.上記１と２を踏まえた情報の整理、ポイントの確認 

 ・優先的に伝えるべき内容 
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   「対人的なやりとり」「自分の気持ちを伝えること」「学び・学習上の特性」 

「環境への適応」 

 ・確認すべき内容 

「小集団での活動の経験」「学習形態への移行」「保育所の同級生との個別の関係」 

   「次年度からの支援体制について」 

 ・依頼があった場合など、念のため確認・用意しておく内容 

   「通級での指導内容について」「これまで保護者のたどってきた足跡」 

「保護者の特性」 

④今回の連携の強みと弱い 

 a.これまで複数年にわたって支援してきたメンバーがいること 

 b.通級先生の傾聴のタイプとして「しっかり聞いてくれる」ということ 

 c.保育所と小学校が学校区の関係 

 d.半数以上のメンバーが事前に顔合わせをしている 

 e.ミーティングの時間が 1 時間、就学のミーティングの実施については未定。 

こうした内容を踏まえ、就学直前の 3 月 25日に小学校にて、保護者(2 名)・小学校(3

名)・保育所（3 名）・大学(2 名)の 4 者計 10 名にて約 1時間の連携会を行った。連携の際

に用いた資料を図 4-2に示す。連携会ではＭが司会を担った。 

1時間の連携会では、保育所・保護者・また専門的支援を行ってきた大学・児童デイサ

ービスのそれぞれが、上記のように整理された情報をもとに小学校側に申し送りを行っ

た。特に、保護者の本音や思いについて、過去数年にわたり C 児のことを様々な苦悩もあ

りながら育ててきた経緯について、母親・父親両者が小学校側に伝えた。またその際、過

去数年にわたって関わってきており、過去の状況を理解しやすい立場にあった保育所なら

びにＭは、母親らの発言を補足する役割を担った。 

 

第 3 項 就学後(就学後 4 月以降) 

就学後、保護者は新たな悩みを抱えてしまう。小学校生活に入ることで新たに他児ら

とともに登下校することが求められた。しばらくは保護者も同伴して付き添っていたもの

の、登下校中にうまく友達あるいは上級生との関係を作ることができず、母親は再度不安

を抱えてしまう。こうした状況から、就学後に唯一残っていた専門機関として、大学相談

室は C児に対する指導と保護者に対する継続的なフォローが引き続き求められた。 

ただし登下校や学校生活の中での交友関係に関する問題は、継続的に出現していた。

加えて、就学直後の 4月時点で既に母親は、保育所のころに経験した保育士との日常の連

携の様相（内容や距離感）と、小学校の教諭とのそれがずいぶん違う点、特に小学校生活

の実態を小学校教諭から聞く機会も少なく、その内実が見えず不安が高まっていたことが

母親からの大学相談機関への相談で明らかになる。このことから、小学校での適応が落ち

つき始めた 7 月に大学相談室は小学校に連携依頼を行い、再度情報交換を行い、C 児に関 
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就学に向けた連携会 資料 

 

○○市立○○小学校 

 

〇参加者 

 お父さん お母さん ○○小学校先生方 ○○保育所先生方 M 

 

 

〇会の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇検討したいことについて 

※就学支援シートの説明（１５分ほど）⇒各参加者での意見交換 

 ・これまでの実態、指導の内容、力点 

 ・小学校の生活で必要になるかもしれない配慮 

 ・小学校の学習で必要になるかもしれない配慮 

 ・小学校入学に期待していること、楽しみにしていること、〇〇くんらしさ 

 

 

 

 

 

 

 

〇その他 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

これまで これから 

実態 

ポイント 

育ち 
？ 

図 4-2 就学直前の連携会にて用いた資料 
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する小学校適応に関して、その理解と具体的な支援を両者で検討した。つまり、それまで

は大学相談室と近隣市児童デイサービスそして保育所の 3 者間で行っていた母親の心的状

態に対するフォローを、新たな学童期という新しい文脈のもとでは、大学相談室と小学校

間の 2者間で継続的に実施することとなった。 
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第 4 節 考察 

C 児の就学前後での水平的・垂直的移行の様態変化、ならびに就学支援のプロセスにて

支援者らによって検討された内容や支援活動など、主要な事項を図 4-3 ならびに表 4-3 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3 C 児に関する就学ならびに就学支援の状況のまとめ 

就学前（4月～2月） 就学（3月～4月） 就学後（5月～）

子どもと保護者の心的状態
参加や適応の状態

・学校選択（支援級or通学級）の悩み
・支援活動を通して随時生じる、将来へ
の見通しに対する不安
・B児の気になる側面－障害かどうかを
めぐる保護者の悩み

・小学校の様子が分からない不安
・登下校のトラブルを含む他児との関係

就学支援のための活動

・B児に関するカンファレンス（保護者・保
育所・大学）

・小学校見学（通級担や校長との面談）
・小学校体験

・心理検査の実施
・就学支援シートの作成

・カンファレンスに向けた事前検討
・保護者・保育所・小・大学の4者カンファ

・就学支援シートの提出

・大学―小学校間でのカンファレンス

機関間連携や関係性

・（母親の）市内S児童デイの利用のしに
くさに関する他の施設間の認識

・市内S児童デイ以外の施設間で、連携・
情報交換が可能であること

・保育所と小学校の学校区の関係性
　（隣接する点）

・就学後に利用またはフォローできる機
関数の減少

就学前の機関 就学後の機関

〇公立保育所
〇市内S児童デイサービス

〇近隣市T児童デイサービス
〇近隣市医療機関

〇大学院個別療育・相談室

〇公立小学校通常学級

〇近隣市医療機関（フォローのため）
〇大学院個別療育・相談室

図 4-3  C 児の就学前後での水平的・垂直的移行の様態変化 
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「支援者や支援活動が多く存在するほど、子どもと保護者らの円滑な移行は促される」

という認識が、地域のインフラや活動開発の推進力となってきたことは、先行研究検討の

結果からも否定できないだろう。しかし、C 児の保護者はこうした支援者や支援活動の存

在によって、逆に就学前にC児の新しい環境への適応に向けた不安が助長されるに至った。

これに対しては、複数の機関が保護者の不安軽減を行おうとする対応が就学前から取られ

ており、その基盤に生態学的視点を含めた情報の把握と支援者間での共有などの調整が行

われたことで、幼児と保護者の実態に沿うタイムリーなフォローの展開が促されると考え

る。 

ただし、4 月当初に指摘を受けた問題に見られたように、就学支援の規模を保・幼―小

から、幼児と保護者が通う他の施設の水平的移行の視点にまで広げる場合、情報の量は確

保されやすいが、その情報をいつ、どこで、どのように収集し、集められた情報をいかに

支援に向けて組み入れていくかについて、想定していた観点や手法のみでは十分ではなか

った。 

例えば、前章の反省から就学前年度のおおよそ 4 月より就学支援チームの形成を意識し

て、各関係機関との連携会を企画することとした。当初、関係機関間の関係性を形成しよ

うとしていた M であったが、これに対して周囲の支援者らから、各々が不利益を被る可能

性を指摘され、その開催ならびに方法について熟考するように促されていた。その当時 M

は「チーム作りにおいては、その中核として家族のニーズを把握し、共有し、各々の行う

支援に明確に位置づけることで、チームが当事者視点の支援を持つことが可能となる（当

時の M が近隣市の児童デイ等との確認で送ったメール内容より）」と認識しており、当初

その問題を十分に理解していなかった。ただし、それぞれ異なる場や目的を持つ支援者側

の目指す方向性や将来の見通しは、個々の支援者自身が置かれている状況に応じて異なる

だろう。こうした中で、保護者や支援者らの実態を十分に考慮に入れないまま、特定の価

値観による合意形成が図られた場合、支援者に期待される個別の役割が過度に固定化され

てしまい、結局のところ当事者に対する支援のレパートリーを減らしたり、柔軟な支援の

展開にマイナスの影響を及ぼす可能性があったと考える。 

本事例においては他の支援者の適宜の助言、フォローによってかろうじて C 児に対する

就学支援が展開されていたともいえよう。こうした点をふまえても、情報収集とその活用

に対しては、コーディネーターら調整役の存在やその力量が重要になってくるものと考え

る。しかしながら、乳幼児期において、現行の早期発見から就学までのシステム上には調

整役のコーディネーターが不在である場合が多い（星山・神山・星山, 2005）。このことを

考慮に入れれば、生態学的視点に基づく就学支援を具体的に導くための更なる仕組みが必

要である。 
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第 1 節 目的 

 第 4 章ならびに第 5 章の結果から、広範囲に及ぶ情報を扱う生態学的視点を用いた就学

支援だからこそ、把握すべき情報量とそれに基づく配慮が増加し、「ケース」全体のマネジ

メントがより一層求められることが明らかとなった。 

しかし、早期発見・支援から就学に至るプロセスに関する地域の現状として、調整役を

担う人的資源の乏しさも指摘されている（星山ら, 2005）。こうした点を考慮に入れれば、

当事者を中心とした関係機関との関係から作られる「状況の構図」をさらに明確に示し、

限られた資源内で就学支援を導く方策を導き出すことが求められる。 

そこで本章ではこれまでの検討から、生態学的視点に基づく就学支援の研究上の手法を

発展させる。特に、当事者・支援者の置かれた状況を可視化する手法として、保護者への

面接を通した水平的・垂直的移行の様態変化の把握を追加する。事例のプロセスならびに

関係機関との関係づくりに難しさを抱えていた幼稚園教諭からの評価をもとに、これら手

法について検討する。 
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第 2 節 方法 

第 1 項 対象児と就学前後の概要 

 対象児は軽度の知的障害を伴う自閉症男児（D 児）である。家族構成は父親、母親の 3

人家族である。就学前の D 児の発達状況について、意味のある発語は基本的な挨拶や要求、

拒否などに関する 1・2 語文が主であり、大人や他児との意思疎通においては、簡潔な言語

または実物を含めた視覚的ツールを用いていた。生活の中では他者の指示に対して比較的

従順であり、日常生活の中で大きなパニックや癇癪を起こしてしまうことは少なかった。 

 D 児は幼稚園入園時（2 年保育の年少）より継続して、おおよそ週に 4 日公立幼稚園を、

週に 1 日児童デイサービス（現、児童発達支援事業所）を利用していた。年少時と年長時

の担任は異なる教諭であったが、D 児を含めた生活補助等を行う加配教諭 1 名は 2 年間同

じであった。その他、週のうち半分ほど学生ボランティアが D 児の生活補助を行うことも

あった。M は幼稚園からの依頼を受けて、D 児を含めた園児数名について月に 1 回程度、

観察や職員とのカンファレンス等を定期的に行っていた。また、D 児の保護者との懇談も

年に数回行っていた。なお、最終的な本児の就学先は幼稚園と同じ学区の小学校特別支援

学級であった。 

 おおまかな D 児をめぐる幼稚園生活の状況に関して、以下の通りである。年少のころは

保護者の意向により、母親が登園から降園まで幼稚園内で D 児への支援を行っていた。そ

の後、D 児の活動参加が落ち着いてきた夏ごろには、加配教諭ならびにクラス担任が D 児

への支援を行い始めた。当該園では個別の指導計画も作成されており、年少 1 学期の実態

を踏まえて、「遊びの深まり」「友達とやりとりしようとする気持ちの醸成」「生活自助スキ

ルの獲得」などを軸にした発達目標が設定された。その後の 2 学期・3 学期を通して、自

由遊びの中で友達の模倣や接近などが増えたり、登園・降園の支度の一部を援助つきでは

あるが行うことができるなど、比較的順調に発達支援等が行われた。 

 しかしその後、年長に入り、担任教諭や加配教諭らが D 児の服や食事へのこだわりを少

しずつ軽減させようとしたり、絵カードを導入してみようとしたり、または（前年度の発

達の伸び方をふまえ）他児とのポジティブなやりとりやトラブル時に干渉しすぎないよう

にする対応を行った際、母親から「D 児に間違った行動が身についてしまう」と、そうし

た対応を控えるよう求められる。教諭らの目指したい D 児の姿ならびにそれに向けた支援

と、保護者のそれとが食い違うようになっていくことが、夏休み以降増えることとなって

いった。幼稚園側は「○○（D 児）が行っている児童デイサービスの指導方針は、きっと

○○（母）の考え方と近くて、私たちのとは違うのでは」「保護者と児童デイは絵カードが

いらないっていうけど、この子の生活のためには必要だと思うんだけど」と M との話し合

いに際に漏らすが、園と保護者または児童デイサービスとで異なる対応が行われることで、

D 児の生活や気持ちの安定が崩れてしまうことを恐れ、保護者の意見に沿うよう対応を行

った。 
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第 2 項 就学支援の展開にあたっての基本事項 

 本研究にあたっては、幼稚園の担任教諭が実質的なコーディネーターとして（本園では

指名はなし）、情報の引継ぎをはじめ小学校等との直接的連携を図る役割を担った。また、

幼稚園園長は適宜保護者のフォローと、担任教諭の行う就学支援の方向性や内容を調整・

支援する役割を担った。 

一方、外部支援者としての M は、本幼稚園全体の相談役として、幼稚園園長とともに就

学支援の方向性と内容を調整・支援するに止めた。特に、就学支援の主体が幼稚園側にあ

ることを前提とし、その意思決定に向けた最低限の助言を行うように努めた。 

 

第 3 項 分析方法と評価 

 本研究の実施にあたって、生態学的な視点から就学支援を導くために、下記の段階を経

た。 

（１）水平的・垂直的移行の様態の把握と整理 

 D 児の早期発見・支援に伴う移行体験に関して、就学前の 12 月に M が所属する大学研

究室にて約 1 時間、母親に対してＭならびに大学 4 年生 1 名が半構造化面接を行った。面

接にあたっては、インタビュー構想表を作成し質問内容を整理したうえで、母親との話の

流れに応じて柔軟に聞き取りを行った。なお、聞き取りの前に、子育てにおける心配や不

安に関するライフライン（横軸を時間軸、縦軸を心配や不安の度合いの軸）を記述しても

らった後、記述されたライフラインの図を随時活用しながら質問を行った。聴取されたイ

ンタビューデータは逐語録にした後、小規模データにも適用することが可能な質的データ

分析方法である SCAT 分析（大谷, 2011）を用いて、所定のマトリクス内にセグメント化

した逐語録を記入し、それぞれに関して①データ内の着目すべき語句、②それを言い換え

るためのデータ外の語句、③それを説明する語句、④構成概念、の順にコーディングを行

った。その後、D 児と母親が経た体験に潜在する意味を、時系列ならびに周囲の環境との

関係内で浮かび上がらせるために、付した構成概念を、再度母親の逐語録に位置づけスト

ーリー・ラインを作成した。 

 

（２）移行支援アセスメントの実施 

（１）の把握では過去またはその時点での生態学的視点に基づく情報は得られるが、小学

校就学後のことを含めた未来の予測的な情報は含まれていない。また幼稚園側が限られた

時間的・物的・人的資源の中で実行可能な就学支援を行うためにも、自らが置かれた状況

を理解する必要がある。そこで第 4 章ならびに第 5 章と同様に Rous ら（2007）に基づく、

移行支援アセスメントを実施した。アセスメントの内容は、当事者である「幼児ならびに

その保護者」以外に、「移行そのものの種類・特性」「各関係者・関係機関の整理と連携の

可能性」「移行支援のための活動」「情報共有の手段」であった。 

 このアセスメントについて、就学先が小学校特別支援学級に決定した 1 月中旬に、加配
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教諭や園長との協力のもと担任教諭に記入してもらうよう、依頼を行った。 

 

（３）本事例の「強み」と「弱み」の検討 

 アセスメント内容を参考に、当事者の小学校就学や支援者によって行われる就学支援に

肯定的な影響を及ぼす可能性のある事項を「強み」、逆に否定的な影響を及ぼす可能性のあ

る事項を「弱み」として位置づけ、その二つに関して（２）と同時期の 1 月中旬に検討し

てもらうよう、依頼を行った。 

 

（４）1～3 を踏まえた就学支援の戦略練り 

 これまでに検討された情報の確認を 2 月上旬に、それをもとにして 2 月中旬に就学支援

の方向性と具体的内容の検討を、幼稚園担任教諭、園長、M との 3 者にて行った。 
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第 3 節 結果 

第 1 項 水平的・垂直的移行の様態の把握と整理 

図 5-1 は、D 児と保護者（母）が就学前に経た垂直的・水平的移行の様態と、そこでの

経験の経過に関する概要である。また図 5-2 は経験した出来事に関して、母親にとって肯

定的なこと（安心した/喜んだ/意見が合致した/望む支援）は＋に、否定的なこと（不安に

なった/悲しんだ/意見が合わなかった/望まない支援）は－に分類し、関係した施設ごとに

それらを位置づけたものである。なお図 5-2 では各施設に対する母親の評価について、

McWilliam が米国の早期発見・支援の文脈にて独自に開発したエコマップ（McWilliam, 

2010）に倣い、＋が多いものを太く、－が多いものは細く矢印を示し、母親を中心として

関係機関を位置づけた。 

 

 

 

 

 

 

以下では、得られたストーリー・ラインから、4 期に分けて説明する。下線部は逐語録

のコーディングを経て得られた構成概念を意味する。なお逐語録から各構成概念を付した

プロセスについて、表 5-1-1 と表 5-1-2 に示した。 

（１）各期における体験 

①障害への気づきと一旦の理解（1 歳～2 歳前） 

知人からの指摘により発達の遅れが指摘され、S 病院への受診に至る。当初、自閉症

という障害を全く知らなかったことを含めて精神的ショックを受けたが、親の会にて他

の保護者との話を通して（特殊な団体への接続）、子どもへの期待感が生まれるとともに

将来をイメージすることが促された（見通しの獲得と不安の軽減）。 

図 5-1 D児と保護者(母)が経た垂直的・水平的移行の様態と経験 
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②指導方法と施設選択の難しさに伴う大きな悩み（2 歳前～3 歳前） 

1 歳すぎから通い始めた保育所にて、食事をはじめとする適応上のトラブルが生じた。

職場復帰を目指していた母親にとって、子どもの障害の可能性とこうした問題から、当

初思い描いていた将来とは異なる方向に向いていくことを感じる（想定していた将来の

崩壊）。 

さらに難しい状況として S 病院での経験が加わる。2 歳すぎより、S 病院にて療育を受

けていた。しかし、子どもはその指導を嫌がり、受けるほどに子どもの状態と母親の精神

状態が悪くなる（支援による親子の負担）。はじめのうちは病院の専門職員の指示に従っ

ていたが（専門的知識を有する支援者の助言の受入）、徐々にそうした助言に対して不満

や疑問を感じるようになる（支援に対する懐疑・不納得）。実際に、S 病院に行かない時

期には子どもの調子がいいことを母親は実感していた（支援中止がもたらすメリット）。

そうした過去の状況から、自分の子どもにあった対応方法があることに気づき、そのこ

とを「子どもと提供される支援の間の噛み合いの問題」として位置づける。 

難しい状況は病院での指導にとどまらない。その後、利用を開始した母子通園施設に

て、絵カードを職員が用いて指導するが、それが子どもに合わない（専門的支援の無効

図 5-2 各関係機関に対する保護者（母）の位置づけ 
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果）。このころ日常生活における子どもの状態も自傷行動が出始めるなど、とても悪く、

母親は気になる行動を示す子どもに対して、羽交い絞めにせざるを得ない状況が続く（不

適切行動に対する強制的対応）。母子通園施設の職員との関係がよくない中で、自ら調べ

た L 児童デイサービスへの異動希望を職員に伝えるが、通園施設側からはそっけない言

葉をかけられる。 

ここまでに得た母親と専門機関との間で生じたトラブルは、日々の子育てのみならず、

新しい施設の利用開始時の悩みにつながる。特に、このころ利用していた N 児童デイで、

絵カードを多用する通所施設 K 園を勧められるが、これまでの経験から、こうした手法

や施設に対して、拒否を示す（専門的支援に関する常識への抵抗）。新しい環境での子ど

もの適応に向けた思いや願いを持ちながら、最終的に、勧められた K 園への入所決定を

1 年先送りにするという養育者の責任による「進路選択と決定」を行う。 

なお、こうした状況に対して母親一人で対処することができず、母親は絵カードの利

用や施設選択に関する助言を他機関にも求める。しかし、中立的であると思われた市の

総合相談機関でも、絵カードを進められてしまい、結局問題の解決には至らなかった。 

加えて、このころ主治医をめぐる問題も生じていた。当初から S 病院の主治医に見て

もらっていたが、今後の指導方針等について、当事者の思いを組まない「一方的な説明」

が行われ、この経験が信頼できる主治医の追及につながった。 

③拠り所の発見と安定の獲得（3 歳前から 4 歳ごろ） 

子どもにとっていい施設を見つけるべく、その後複数の施設見学を行う。子どもに合

いそうな施設も見つけるが、よさそうな施設は空いておらず、入所ができなかった（施設

の受け入れ人数のキャパの問題）。その後も探し続ける中、ようやく、母親が分離した状

況でも子どもが安心して過ごせそうな（母親がいない環境での適応）施設を見つけるこ

とができた。その最たるものが、以前に噂を聞いていた L 児童デイであった。L 児童デ

イは、その地域では広く取り組まれている絵カードや療育を意図した設定活動が少なく

（一般的な療育スタイルとは異なる活動のできる施設）、保護者の思いに合致した理想的

な施設であった。実際に子どもは円滑に適応し、母親は L 児童デイを「家庭に次ぐ、も

う一つの養育の場」または「肯定的な「今」をもたらした施設」として位置づけた。 

④平行通園の始まりと自らの責任に基づく安定の維持・調整（４歳以降） 

 L 児童デイとの相談のもと、地域の幼稚園に通う決断を行う。地域の園に通うにあた

って、母親は周囲の子どももいる新生活への適応を願いながら、その実現のために、幼稚

園や近所への周知・理解を求めるなど働きかけを行う。特に幼稚園には徹底的に園の中

に入り、子どもに必要な支援を母親自身が見極めることを L 児童デイと確認する（養育

者の責任による「支援の同定」）。 

 一方で、障害のない幼児もいる幼稚園に入園することで、子どもと他児との違いに気

づき始める。実際に、知的水準の高い負担の大きい園活動への参加が自分の子どもに求

められる。家庭や地域生活の中でも、同世代の友達とのかかわりの難しさを感じ始める。
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子どもに負担が大きいと思い始め、幼稚園との並行利用においては、休みや通園日数の

調整（施設の計画的利用によるこどもの負担への配慮）を行う。また幼稚園は「がんばる

場所」、L 児童デイは「素でいられる場所」というように、独自に施設の位置(価値)づけ

を行う（施設での指導の位置づけの変更）。 
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テクスト
<1>テクスト中の注目すべ
き語句

<2>テクスト中の語句の言
いかえ

<3>左を説明するような
テクスト外の概念

<4>テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を考慮し
て）

診断が出た段階でまず自閉症とは何だろうということで、○○
県の○○協会がありまして、○○市部の定例会に参加させて
いただきまして、先輩方に、お母さんの話を特に聞いたんで
す。これから先、どんな人生歩むんですか。自閉症でもその子
の生きる道は必ずあります。と言われて、そこで一回ぐっと下
がった。この子はこの子の生きる道があるんだ、普通のルート
ではないだけで居場所は必ずあるんだということで、病気を宣
告されてショックを受けたものの、居場所はあるんだということ
で上がったんですよ。

○○県の○○協会○○支部
の定例会に参加

先輩方のにお母さんの話を
特に聞いた、

1回ぐっと下がった、上がった
んですよ
病気を告知されてショック
居場所はあるんだということ
で上がった

親の会の訪問

経験者の意見の聞き取り

不安の軽減

障害告知に対する精神的ダ
メージ

特殊な団体の訪問による
未知の解決（結果）

想定し得なかった事態に
おける見通しの獲得

①特殊団体（施設）への接続

②見通しの獲得と不安の軽減

０歳、全く普通の子だと思ってたんで、赤ちゃんはこんなもんだ
ろう、元気がいいな、体力あるなみたいな。一時保育で失敗し
たのが私自身ちょっとショックで、一時保育に慣れた頃、保育
園に預けて仕事に復帰しようと思ってたんで、そこでまた自分
自身の人生設計が変わってしまった。

一時保育、失敗

人生設計

一時保育で不成功

将来の計画

子どもの不適応、施設の
対応

事前―事後、想定外の事
態

③想定していた将来（の崩壊）

作業療法、時間を決めて場面の切替とかですかね、あれの訓
練とかをやったんですけど。まあ作業もやったり次これねとか、
とにかく親子でストレスでした。まず部屋に入ろうとしない、逃
げようとするのをとりあえず閉じ込めて、そこからそこに座りなさ
いていうだけでもう時間の半分以上経ってる。

作業療法、
親子でストレス、入ろうとしな
い

施設内での特定の活動、
当事者に課せられた負担、

施設の方針、価値観・手
法の捉えやその同異、
困難、

④支援による親子の負担

私は先生がそう言うから良いんだろうという頭で行ってたんで、
あれ？て途中でなったときに、自分の中でもんもんとするもの
があって。

先生がそういうからいいんだ
ろうという頭で

もんもん

支援者の助言の受入

不納得

専門的知識を有する支援
者

理想像と現実

⑤専門的知識を有する支援者の
助言の受入、

⑥支援に対する懐疑・不納得

結果的に本人嫌だったんでしょうね、やめると今まで出来な
かったことが家で出来てる。

やめると今までできなかった
ことが家でできてる

サービス中止に伴う能力の
向上

サービスそのものの質、 ⑦支援の中止がもたらすメリット

本人に合うか合わないか、伸びるか伸びないかなんだろうなと
思って。

本人に合うか合わないか 子どもへの適応度 療育方針と子どものニー
ズ、療育方法、母親の価
値付

⑧子ども－提供される支援の間
の噛み合いの状態

K母子通園に行きだして荒れて荒れて、絵カードがダメだったん
ですよ。その段階が２歳？それでどうも絵カードがダメだよって
いうことに気付いて、N児童デイさんと単独療育を平行していた
んですよ。N児童デイで１０ヶ月くらいしてから自傷行為が出て
壁に頭打ち付けて「いやー」て、帰ってから。園に行っている間
もわざと言うことを聞かない、反抗する、やめたとたんに自傷行
為がおさまった。じゃあ、絵カードと母子療育がダメだったん
だ。

絵カードがだめ
じゃあ絵カードと母子療育が
だめだったんだ

支援ツールが使えない
支援ツールと支援機関が
(子どもに）合わない

専門的な手法・場所（特
性）

⑨専門的支援の無効果

まず２歳、ちょうどK母子通園に通ってた時期ですねこの頃に、
なんでこんなに暴れるんだろう、逃げだすんだろう、とにかくい
つもつかまえて羽交い絞めにしてもうギャン泣きするのを連れ
て帰ってた時期があって、結構このK母子通園に通ってた時期
が色々あって、辞めると落ち着いて、すんなり帰ってくる。

羽交い絞め 拘束 活動への参加・不参加 ⑩子どもへの不適切行動に対す
る強制的対応

ですね、それでちょうどその頃、進路の問題が出てきましてK学
園は３歳なんです、N児童デイさんに「○○（専門機関）とかは
無理」って言われて、と言うか「K学園しか行くとこないでしょう」
と言われて。いやいやK学園て絵カードがいっぱいじゃないで
すか、「いやお母さん、絵カードがダメというのはお母さんが思
いすぎです」といわれて、いや絶対それは違うと思って、K学園
にも本人を連れていってるし、２、３回先生とも相談させても
らってるんですけど、一応願書だけ出して、どうするか悩んだん
です。

その頃もうＡ～Ｚまでアルファベットが読めてて、３歳ではあいう
えおが全部読めてたんで、文字だと抵抗なく、パニックにならず
従えるんです。そこで絵カードつかうそこ（K学園）は諦めて、１
年間見送りますという苦渋の決断をした。

絵カードがダメ

お母さんが思いすぎですと
いわれていや絶対それは違
うと思って

1年間見送りますという苦渋
の決断をした

支援ツールが使えない

私（母親）が過剰に考えす
ぎと説得されるが、その説
得は正しくないと捉える

悩んだ末に、腹をくくって入
園を先延ばしにする決定

当たり前が通用しない

母への支援者の押し付け
想定外（次元）

母による子どもに合った支
援の同定と実施

⑪専門的支援の常識への抵抗

⑫養育者の責任による「進路選
択と決定」

表 5－1－1 垂直的・水平的移行を通した経験に関する SCAT 分析の結果 
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（２）D 児と母親の就学前における移行経験に関する考察 

上記は母親の経験を自身の言葉で述べたものから作られたものであり、その点で、専門

家らの支援や絵カード等の適用の是非を問うものではない。ただし、支援者が自治体と体

制整備を進め、早期発見・支援のルートを用意してきた中で、支援という名目のもとその

ルートを保護者と D 児が進むに伴い、多くの困難が生じていたことは、本事例を理解し、

就学支援を導いていくうえで重要であると考えられた。特に母親は、ルートに乗り公的な

支援を受け続けるために、自らで状況の解釈と意味づけを行い、問題解決を行っていた。 

テクスト
<1>テクスト中の注目すべ
き語句

<2>テクスト中の語句の言
いかえ

<3>左を説明するような
テクスト外の概念

<4>テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を考慮し
て）

きつかったです、S病院の主治医に言われたのが「お母さんは
一体どうしたいんですか、このＤＱで普通の幼稚園行けると
思ってるんですか」と言われて、ちょっとその言い方ないんじゃ
ない、みたいな。初めから、その主治医とも人間関係が全くで
きなくて、子どももも診察室に入れなかった。これはいかんぞと
思って、私が安心して話せる主治医、子どもも安心して話せる
主治医を探し始めたんですよ、皆さんに聞いて。

その言い方

主治医とも人間関係が全く
できなくて

安心して話せる

表現

支援者との信頼関係不全
ラポール

余計なことを考えずに話せ
る

口調、雰囲気、職種、言う
人といわれる人、捉え方

当事者と支援者の捉え、
立場、子ども

支援者側の多忙（原因）、
サービスという職種

情報の伝達、偶然性、信
頼の持てる、出会い

⑬当事者の思いを組まない「一
方的な説明」

⑭信頼できる主治医の追求

最初にX児童デイに行って見学に行ったのはY児童デイとZ児
童デイ。実際行ったのはK母子通園とL児童デイですねね。Z児
童デイはよかったんですけど空きがなかったんです。

空きがなかった 定員越え 支援提供の受容と供給
支援へのつながりが持て
ない

⑮施設のキャパ制限による入所
困難

まず母子分離が出来なかって、X児童デイやL児童デイだと母
子分離ができる、それ以外未だにおばあちゃん家とかも１人で
行けないんですよ

母子分離、 独力での社会生活への参
加

母子の関係から社会生活
への移行（結果）、父子分
離、愛着関係、新環境で
の円滑な適応

⑯母親がいない環境への適応

療育機関の最初に行ったとこが、X児童デイでそこも絵カードを
ほとんど使わない所で、幼稚園の縮小版をやってくれてたとこ
ろで、今行っているL児童デイもそうなんですけど、N児童デイと
か他のY児童デイなんかは、絵カードをやることが多いんです
けど、うちの息子はカード見せただけでうわーてなって、「俺は
こんなもん見んでも言われたら分かるんや」みたいに怒って。
今のとこは幼稚園の縮小版みたいなとこで今日一日のやるこ
とが書いてあってこれをしましょうみたいな感じで、それだった
ら怒らずに従うことができる。

絵カード

幼稚園の縮小版

専門的支援

小規模な学校

専門的支援、手法

施設の特性、規模、活動
内容

⑰(その地域で）一般的な療育ス
タイルとは異なる活動のできる施
設

L児童デイはもうずっとここまで続いてるんですけど、L児童デイ
で育ててもらったようなもんなんです、L児童デイの先生に。今
度小学校に入りましたら学童さんになるんで、L児童デイも場所
が隣の教室になって先生も変わるんです。

L児童デイで育ててもらった
ようなもん

育ちにおける一施設の恩恵 支援者・施設の質、子ども
の状態、保護者の安心、
第二の養育者、

⑱家庭に次ぐ、もう一つの養育
の場

L児童デイはすごく私にとっては理想的だったんです。逆にL児
童デイがなかったらやってこれてないだろうていうぐらい

理想的　やってこれてない よい、　不適応をおこす 保護者と施設の価値観の
相違
他の施設ではできなかっ
た

⑲肯定的「今」をもたらした施設
の存在

今行っている療育先で徹底的に幼稚園に入って、とにかく私が
ついていってでも普通の幼稚園でやってみて、その幼稚園でこ
の先どんなサポートがいるかということを見極めたいということ
を園長先生に相談させて頂いた。

幼稚園でこの先どんなサ
ポートがいるかということを
見極めたい

移行後の施設で求められる
支援の発見・確認・決定

母による子どもに合った支
援の同定と実施

⑳他機関内での養育者の責任
による「支援の同定」

そうです、最初当初はいきなり環境変えるって難しかったんで
す、週２日L児童デイに行って週３日幼稚園に通ってて、それを
夏休みぐらいまで続けさせてもらってちょっとわがまま言って。
L児童デイを週１回にしてA幼稚園あと全部という割合にしてる
んです。L児童デイは古巣で、一番長いんですよ、メンバーの
中でも。先生もよく知ってるし安心していられる場所、ちょっと
ほっと一息つける場所、家ではなくほっと一息つける場所がL
児童デイなんで、Ｉの精神状態を保つために週１日、幼稚園をお
休みさせていただいてるんです。小学校入ったらさすがにそれ
は出来ないんで。

環境変える
ほっと一息つける場所がL児
童デイ
精神状態を保つために週1日
幼稚園をお休み

生活状態の変化
明確な居場所
一施設を意図的に休むこと
での心的バランスの保持

子どもの安定ー保護者の
安定
母子に合致した支援の必
要性
保護者なりの見通し

㉑施設の計画的利用による子ど
もの負担への配慮

今L児童デイを利用してるんですけど、年長になったらお弁当
の包みを巾着じゃなくてくくるやつにしなくちゃいけないんです
よ。やっぱできなかったんです。そこで考えたのがマジックテー
プつけたりして、そういう工夫を幼稚園でやるのでL児童デイで
練習したっていう。幼稚園でついていけない部分をL児童デイ
で徹底的に集中的に個人レッスンじゃないけどお願いしてると
ころはあります。

幼稚園でついていけない部
分をL児童デイで徹底的に集
中的に

一施設で適応・対応できな
い（発達的)活動を他施設で
局所的・限定的に実施

子どもの負担の増加・減
少
保護者の安心感の獲得
施設間で示す子どもの姿
の関係性

㉒施設間での指導の位置づけ
の変更

表 5－1－2 垂直的・水平的移行を通した経験に関する SCAT 分析の結果 
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しかし、就学前に作り上げられてきたともいえる「支援」に対する母親の向き合い方と

実際の対応は、幼稚園をはじめとする機関との関係の中で対峙し始めてしまう。特に、絵

カードや施設選択をめぐる問題への対処に関して、【専門的支援に関する常識への抵抗】、

【養育者の責任による「進路選択と決定」】の構成概念が、幼稚園入園後の児童デイとの平

行通園に関連して【養育者の責任による「支援の同定」】、【施設の計画的利用によるこども

の負担への配慮】、【施設での指導の位置づけの変更】などの概念があげられた。こうした

母親の向き合い方と実際の対応は、自身にとっては過去の出来事から未来への適応を見据

えながら前進するために、必要不可欠な視点であったのだろう。しかし、その後、絵カー

ドの導入を否定され苦慮する幼稚園側にとっては、自らの幼稚園生活の文脈で発見・予見

し導こうとしたやり方と、早期発見・支援の文脈で作られていった母親の考えややり方を、

うまく理解し、双方の意見をうまく合わせることができなかった。視点を母親に移せば、

新しい幼稚園生活独自の文脈で教諭らが導き出していこうとしたやり方を理解しようとす

ること、またはそのうえで自らのものとを合わせることは、過去の経験が故に、非常に難

しかったものと考えられる。 

 

（３）その後の就学支援に対する配慮の検討 

この検討から、本事例における小学校就学に対して、外部支援者としての M は、以下の

事項に関する配慮や確認が必要であると考えた。       

①小学校就学を転機として、母親が信頼している L 児童デイサービスとの関係が切れてし

まうのか、またはつながったままでいられるのかどうか。 

②幼稚園が体験したような保護者―教諭間の齟齬が、新たな小学校教諭との関係の中でも

再び生じてしまう可能性がないかどうか。 

④D 児に対する指導上の難しさや母親との関係づくりに難しさを経験した幼稚園教諭らが、

子どもと保護者の生活の視点を就学支援の中に位置づけることができるかどうか。 

 

第 2 項 移行支援アセスメントの実施 

移行支援アセスメントを通して、「幼児ならびに保護者の状態「移行そのものの種類や特

性」「各関係者・関係機関の整理と連携の可能性」「移行支援のための活動」「情報共有の手

段」の各事項について事前の情報収集を行った。表 5-2 に幼稚園の担任教諭らが記入した

内容について示した。 
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教諭の記述（回答）

・保護者は移行の経験があるか？
　情報を知っているか？

第一子で経験がなく、就学にあたってどのようなことが必要になるか
当初は知らなったが、自分で情報集めることは得意だと思うので、今
は委員会とのやりとりも含めて、理解していると思う。

・保護者の子どもの理解

いわゆる自閉症の特性については、保護者はよく知っている。ただ
し、時にそうした一般的な知識が、本児の実際の姿より優先してしまう
ときがある。気持ちの面で不安定であり、先がその内情が読みにく
い。

・就学に際しての保護者が
　感じている心配や不安

制服が着られるか。給食。運動会。小学校での生活が、少しハードル
が高いと思っているかもしれない。

・子どもの発達的な特徴
　これまでの育ちについて

本人自身はわりと順応性がある。全体の様子をざっとみて、慣れてか
ら自分のペースで自分から入ろうとしていく（だからこそ、支援者側は
一歩引くことが大事だと思う）。

・移行先は決まっているか 小学校特別支援学級（知的学級）。（本児を含めて）クラスは5名ほど
の予定。

・移行前後で、本人にとって
　環境に大きな違いがあるか

幼稚園から小学校特別支援学級への移行。幼稚園は、比較的自由
保育の形態が多いカリキュラムで過ごしていたが、学級では机に座
わって学習をして過ごす時間が多くなるのでは？（ただし、園長が見
学で言ってはみたが、十分には見れていないので違うかもしれない）
　親学級の20名近くのうち、半数以上はうちの幼稚園からあがるの
で、本児にとっては安心かもしれない。

・その他 保護者にとって、心から話ができる人が少ないかもしれない。

・主な就学前の機関 幼稚園、L児童デイサービス、M病院、親の会

・主な就学後の機関 小学校、L児童デイサービス（放課後）、M病院、親の会

・頼りにできる親族や友人 不明。ただ一人で抱え込みやすい。

・機関同士の関係性
　連携の取れやすさ

すべての関係性において取れない。取れなかったことが、このケース
で一番大変なことであった。

・今回のキーパーソン又は保護者
が頼りにしている人など

L児童デイサービスの担当者M先生

・幼小間での就学前の連携
7月の段階にて、小学校側（教務主任と校長）が来園し本児を見てい
る。また就学時健康診断の際に、園長と小学校側で本児のことについ
て支援学級を希望していることについて、確認をした。

・幼小間での就学後の連携
要録を介して3月中旬に小学校側と連携を行う予定。4月以降も学区
内なので可能性はあるが、未定である。

・小学校体験

　2学期に小学校体験を実施した。ただし、当初給食について大丈夫
だと思っていたが、実際に小学校体験で給食を食べる機会があり、そ
こで一口しか食べることができず、ショックだったよう。「支援学校のほ
うがいいのかな」と迷っていた。

項目

（１）幼児ならびに
保護者の状態

（２） 移行そのもの
の特徴や特性

（３） 各関係機関
（者）の整理と
　連携の可能性

（４） 移行支援の
ための活動

・電話連絡（随時）

・校区間連携としての、幼－小間の連携会（3月中旬）

（５） 情報共有の
手段

表 5-2 幼稚園教諭が記入した移行支援アセスメントの結果 
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第 3 項 本事例の「強み」と「弱み」の検討 

上記のアセスメント内容を踏まえて、担任教諭より、本事例における就学または就学支

援の「強み」として、小学校と幼稚園間が学校区の関係であるため、連携や訪問に関する

ハードルが低いことが 1 点指摘された。一方、「弱み」については、幼稚園または小学校と

療育機関（L 児童デイサービス）間の連携が取れないことがまず指摘された。さらにもう

一つ、直近の保護者との会話を通して、「幼稚園や小学校よりも療育機関のほうが、細かく

指導してくれる」という認識を母親が持っているとこと、つまり小学校との関係づくりに

リスクがあることについて、本就学・就学支援の「弱み」として記入された。 

 

第 4 項 1～3 を踏まえた就学支援の戦略練り 

2 月上旬に 1 時間半、これまでに記入された情報の整理・確認を行った。その後同月 2

月中旬に約 1 時間かけて、就学支援の方向性や具体的内容について検討を行った。参加者

はいずれも、幼稚園担任・園長・M の 3 名であった。 

 

（１）情報の確認 

担任教諭、園長ならびに M の 3 者間での情報の確認においては、その話題は D 児に関

するものと母親に関するものの 2 つが主なものであった。ただし、その時間の多くは母親

に関するものであった。 

D 児に関しては、小学校への適応について、小学校または特別支援学級の環境との関係

の中で意見が交わされた。就学前後で、幼稚園から特別支援学級へと、基本のカリキュラ

ムや主に関わるクラスの他児は全く変わってしまうが、親学級との交流にて、D 児とのか

かわり方を知っている同級生が多数いることは D 児の安定にもつながるのではないかと、

教諭の記入したシートから M が指摘する。一方、これまで 2 年間にわたり接してきた担任

は「○○（D 児）はこちらから、適応を促そうとあれこれするよりも、周りの状況をゆっ

くり見させてあげて、そうしたら自分から自分なりのやり方で場や集団に入っていった。」

「そんな見させて、ゆっくり自分で考えることができるような時間と多少のゆとりが与え

られたら大丈夫だと思うのだけど」と指摘する。これには園長も、新しい環境にて予想と

は異なることが起こる可能性を口にしつつ、担任教諭の意見に同意した。 

こうした D 児の就学後の姿に対する予測を話し合った後、再度幼稚園での過去の出来事

に焦点が当たる。特に年少時に、日々の保育ならびに個別の指導計画の作成などを通して、

D 児に対する支援を行えていた一方、年長時には母親ならびに療育機関との関係づくりの

難しさから、幼稚園教諭として行いたい支援がほとんどできなかったことについて担任教

諭から指摘され、話題が保護者のことに移る。 

母親に関することに関しては、まず担任教諭より「どうすれば理解してもらえたのだろ

うか」「お母さんさえ変わってくれれば、もっとこの子は伸びるはずなんです。お母さんが

変われば」と、望む指導ができなかったことを悔やむとともに、またその葛藤・後悔の原
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因を、自分とは異なる価値観を持つ母親に起因させようとする。一方、園長からは「お母

さんはこれまでいろんな大変なことを、一人で対処しようとがんばってきたはず。だから

こそ、新しい先生とどういう信頼関係を作れるかが大事」と、保護者の視点も交えた理解

を促そうとする。これに対し、担任教諭は「わかってるんです。お母さんの気持ちもわか

ってるんです。でも悔しいんです。もっと（支援が）出来たはずなんです」と答える。 

その後、移行支援アセスメントの結果も参照しながら、小学校職員の異動の可能性も念

頭に置いたうえで、現行の小学校校長や特別支援学級担任がこれまでの就学時検診や小学

校見学等で、保護者のことをどう理解したのか、また適切に保護者のことを理解してもら

うためにはどうすればよいのかに焦点があたる。また、幼稚園にて教諭らと保護者との間

で（付き添いの仕方に関して）トラブルになった運動会が、就学後すぐの 5 月にも行われ

ることについても、保護者と小学校教諭らとの関係づくりに大きな影響を与えうる出来事

かもしれないという指摘が園長より出され、議論された。 

ところでこの間、M はどのような関係が作られるか未知数の小学校以外に、面接の結果

から母親にとって重要な位置を占めていたL児童デイサービスの利用の有無が気になって

いた。そこで、保護者の視点に立つうえで、L 児童デイサービスの存在を抜くことはでき

ないと主張したうえで、今後の利用に関する確認を行った。その結果、就学後も放課後等

デイサービス事業にて利用を継続すること、担当でありもっとも信頼を寄せていた M 職

員のいる建物は少し離れてしまうが、関係を維持できる距離にあることが、母親から情報

を聞いていた園長から指摘された。 

 

（２）就学支援の戦略練り 

上記をふまえ、就学支援の戦略として、目指す支援の方向性（またはテーマ）とそれに

向かう具体的な取り組みを検討した。 

まず目指す方向性については、「保護者のフォローとそれを通した D 児の“すくすく”

とした育ち」ならびに「特別支援学級担任に対する保護者の理解促進」を、幼稚園担任教

諭の意見を優先させる形で、決定した。 

前者については、担任教諭が述べた「“すくすく”と育っていってほしい」という言葉が、

これまでの経緯を含めて重要であるという点から取り上げた。また、支援者の取り組み以

上に、いつもそばにいる保護者の安定が D 児の新環境への適応の土台となる、という視点

から決定された。 

後者に関して、当初幼稚園側から、就学支援のキーパーソンに L 児童デイサービスの M

職員が指摘されていた。しかし、関係性や生活時間を考慮に入れた上で、M は調整可能か

つ重要な人物としては、特別支援学級担任がキーパーソンになるのではないかと考えてい

た。この点を 3 者にて検討したところ、小学校教諭と母親との関係づくりに重点を置いて

いた園長の意見とも合致し、これを設定することとした（図 5-3; 協議の際に実際に使用し

た資料）。 
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こうした二つの方針を進めるにあたっては、幼稚園―小学校間での情報共有が重要であ

ると考えられたが、本事例の園ではサポートファイルや就学支援シートの作成が周知され

ておらず、使用することができなかった。そこで、確実に連携が行われる機会を把握し、

その限られた連携を有効活用する方針が立てられた。具体的には、3 月中旬に他の多数の

園児を含めたものではあったが、学校区間の連携会が幼稚園―小学校間で実施できるため、

そのわずかな時間にて、①保護者が大事にしたり、頼りにしていると思われる事項や考え

方、特に L 児童デイセンターの存在、②お互いの勘違いや齟齬を防ぐために事前にできる

こと、また可能であれば③D 児の好きなことや苦手なことも伝えられるよう、ポイントを

整理しておくこととした。 

さらに、過去に幼稚園側が対応に苦慮した運動会が 5 月にあることを踏まえて、入学後

少なくとも 1 回は幼稚園側から小学校に電話等にて、保護者と小学校と関係について困っ

たことがないか等について、確認を行うことを決定した。 

 

 

図 5-3  幼稚園教諭が記入した移行支援アセスメントの結果 
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第 5 項 その後の状況と教諭からの事後評価について 

本事例に関しては、予定されていた 3 月中旬から少し遅れ、小学校就学直前の 3 月下旬

小学校にて、幼稚園と小学校間で連携会が行われた。この際、幼稚園担任教諭と特別支援

学級担任は 1 対１で話し合うことができ、保護者に関する事項を優先しながら、上記３つ

のポイントについて申し送りが行われた。一方で、協議時に決定された電話確認に関して

は、園長の退職が生じ、担任教諭はその事項を覚えていたものの（申し送りがされていた

ものの）、事態が十分に把握できていなかった新園長のもとでは、保護者の誤解を生む可能

性があるとの担任教諭の判断により実施されなかった。 

就学後の 6 月に行った M の幼稚園へのフォロー・事後評価の際に、D 児を担任した幼

稚園教諭から以下のような指摘を受ける。「実は、支援学級の先生や校長先生も、これまで

の就学時健康診断や学校見学の中で、お母さんがどんな、どのような考え方であるのかを

気にしてたんです」。事前に小学校側に情報が伝わり、小学校側の理解が得られる中で、順

調な小学校生活をスタートさせたという。特に、5 月に開かれた運動会にあたっては、以

前に幼稚園でトラブルになった D 児の活動参加やその際の援助の付き方について、事前に

考慮され保護者の納得のいく形で体験できたことが、幼稚園の担任教諭より報告された。 

一方、今回の就学支援に対する教諭らからの事後評価（インタビュー）から、以下 3 点

が指摘された。 

①複雑な状況から必要な視点・内容の絞込み 

本当にどれが何が大事かって分からなかったので。通常の連携でよくある子どものこ

とに関する連携だけじゃなくて、保護者のことで連携が取れたのは本当によかった（担

任教諭）。 

関係機関、うちと家庭と療育機関がぜんぶちぐはぐになっていたのがわかって、じゃ

あそれをどう理解してつなげていけばよかったのかなというところが、これ（アセスメ

ントシート）を見てよく分かった（園長（担任教諭からの伝来））。 

②情報伝達ではなく意図や方向性の伝達 

連携ってよく言うんだけど、「○○のやり方がいい」っていうような知識の申し送りみ

たいなことではなくて、「○○だから○○が必要」みたいな意図とか方向性みたいなこと

が、伝えられたことがよかった（担任教諭）。 

③他機関と連携を取ることの意味や必要性に関する意識の芽生え 

幼稚園の姿だけというのではなく、個別の指導計画じゃなくて支援計画の方をつかっ

て、関係機関と何かしないといけなかったんだなというのが、分かった。それこそ主治医

だったり、小学校もそうだけど、子どもの行動や保護者の発言がどうこうっていうより

も、それをどう理解すればいいのか、周りと連携をもっと取れたら、もう少しいいやり方

があったんじゃないかって、情報をまとめていく中で思いました。でも実際には、連携で

きないんですけどね。（担任教諭）。 
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第 4 節 考察 

本事例の就学支援にあたっては、障害の早期発見・支援の文脈で得られた過去に関する

事項と、就学した後の未来の事項の双方を扱っていった。特に、本事例では就学後の幼児

への「一貫した支援」を促すために通常重要視される、子どもに関する発達的特徴や個別

的配慮に関する申し送りは、必要最低限にとどめた。これには、そもそも幼稚園が持つ制

約として、就学支援シートやサポートファイルの経験がなかったことも一因ではある。し

かしむしろ、幼稚園教諭らは、過去に関係づくりや対応に苦慮した経験から、子どもに対

する支援が保障されるためにも、保護者と新しい小学校教員との間での関係づくりを通し

て、生活の基盤であり、その半分をともに過ごす保護者の安定に力点を置くことが不可欠

であり、子どもに関する情報の整理と伝達は二の次にする決断を行っていた。 

この決断の是非は絶対的なものではなく、議論の余地が十分に残されている。ただし、

通常、就学において保護者と担任教諭の二者関係形成にあたっては、特に兄姉がいない場

合は、就学後すぐに信頼関係が構築できているケースは稀である。就学先の小学校側にと

っては、幼児と保護者が経験した過去数年にわたる歴史は通常見えない。結果、関係性が

不安定な状態から、保護者と教員間で子どもの指導方法をめぐる不均衡やトラブルにつな

がることも指摘されている（楠, 2008）。実際に、保護者は過去の「早期発見・支援」のプ

ロセスを経る中で、こうした分野の用語や手法・考え方を全く知らない状態から、肯定的・

否定的感情を伴う体験を経た。その中で、支援―支援者（指導―指導者）に対する、母親

特有の認識が形成されていった。支援者が「当事者のため」と善意のもとで整えてきた「早

期発見・支援」そのものが（宮田, 2001）、自らである支援者・支援施設の良し悪しや親し

みやすさ等に関する「比較の目」を肥やすことにつながっていたのではないかと考える。

他方、就学時健康診断や小学校見学などの限られた時間にて、D 児の保護者がどのような

保護者なのかを理解しようと努めていた小学校側（校長・支援学級担任）であったが、そ

の寄り添い方がわからず、不安に感じていたことを幼稚園担任教諭に伝えている。 

昨今の就学支援で用いる情報媒体物には、「保護者の願い」の類の欄がある程度用意され

ている一方（たとえば、東京都あきる野市・八王子市の就学支援シート）、これまでの就学

支援で主流である、幼児の発達状況等を中核とした固定的情報では、こうした問題への解

決は、または解決に至らなくても先の見通しを持った理解・対応を行うには、困難を伴う

ことが予想される。生態学的視点を用いることで、従来の学校教育・就学支援制度の枠組

みでは隠れていた部分に目を向けさせ、当事者が置かれた過去と現在の状況が、どのよう

に先の未来に持ち越されていくのかを把握するのに有効であることが示唆された。 

ただし、生態学的視点に基づいた就学支援を展開させるにあたっての、実践上の課題も

指摘された。本事例では、幼稚園担任教諭が生態学的視点に基づいた理解と対応を行うに

当たっては、「自らも子どもへの教育を行っている当事者である」という職務上の一義的使

命・責任を負っている状況との兼ね合いに難しさを示した。このことは担任教諭の「わか

ってるんです。お母さんの気持ちもわかってるんです。でも・・・」という発言からも指
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摘できる。自らの感情のコントロール、立ち位置の調整等、難しい対処が求められる中に

あって、同僚・管理職などとの協力・フォローなど、組織内システムとの関係性にも目を

向ける必要があることが、本事例から示唆された。 
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第 1 節 総合考察 

本研究では、保育所・幼稚園―小学校という単線的な連携プロセスにて捉えられがちで

あった就学支援の限界ならびに国が示す理想との乖離を前提に、より当事者ベースの就学

支援を導くために、水平的移行・垂直的移行の存在ならびに生態学的視点を就学支援に位

置づけた。これに基づいた 3 事例のケース・スタディの結果から、生態学的視点に基づく

就学支援の利用可能性とその意義について検討し、今後の就学支援の在り方について提言

することを本研究の目的とした。 

本章では、この目的のために設定した二つのリサーチクエスチョン、つまり「生態学的

視点から就学あるいは就学支援を捉えた際、子ども・保護者・支援者らはどのように就学

という出来事を経験するのか」「生態学的視点に基づく就学支援を展開するにあたって、な

ぜ、どのような配慮・工夫が求められるのか」という事項も含めて、本研究で得られた結

果を総合的に論じる。 

 

第１項 不安定な乳幼児期の延長線上にある就学移行という危機 

 本研究では、３つの事例を扱ったがどの事例においても就学前の子どもと保護者が置か

れた就学前の状況は、必ずしも安定した状態とはいえないものであった。研究１（第４章）

の B 児の場合、B 児本人に関しては周囲の家族・支援者の支援のもと、大きな不適応を示

すことは少なかったが、一方で保護者においては療育機関ならびに保育所との信頼関係は

必ずしも十分に作られていたわけでなく、特に保育所側は保護者の対応に懐疑的な視線を

向けており、そうした保護者と保育所側の思いのズレは就学支援を行う中で、保護者との

意見交換が行われる中で解決されていった。研究２（第５章）の C 児の場合、地域あるい

は保育所の他児との関係性に C 児自身が生活の中で難しさを有しており、そうした問題に

対して保育所・専門機関そして保護者も悩みを抱えていた。特に保護者は、「診断(名)をつ

ける」ということをはじめとして、C 児の発達の遅れや違和感に非常に敏感であり、C 児

の発達上のニーズと保護者自身の不安定さが密接につながっており、さらにそうした状況

は当該地域の療育機関との関係で増大されてしまう状況にも悩んでいた。研究３（第 6 章）

の D 児の場合には、療育機関選択に関わる出来事とその経験を通して、D 児や自らの安定

のために、「支援」に対する価値付けを行い、それによってかえって D 児や周囲の支援者

そして母親自身に困難や誤解が生じる事態が生み出されていた。 

 こうした早期発見・早期支援の文脈から幼児と保護者にもたらされる乳幼児期の不安定

さは、支援者らの調整あるいは保護者自身の適応に向けた自己努力によって改善され、安

定に向かう場合もあるかもしれない。しかし、その後すぐ、就学という出来事により、場

や様式あるいはそこで求められる作法の変化、生活を共にする者の変化、居場所・拠り所

の消失などがもたらされ、再度、幼児と保護者らは「危機」に陥る（小林, 2003）。 

 昨今の就学支援における支援の要は、就学支援シート等を介した幼児に関する情報の集

約と小学校に対するその提供にある。しかし、幼児に関する就学前に積み重ねられた固定
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的情報は、そうした危機から再度安定した学童期への生活を作り上げていく過程では、あ

くまで一要素に過ぎない。むしろ、家庭を含む他の生活場面や何より小学校を含めた新し

い学童期のライフステージの中でそうした情報をどのように活かすのか、という視点が必

要であろう。生態学的視点に基づく就学支援を展開することで、こうした各々の幼児や保

護者が直面した乳幼児期と就学移行に伴う「危機」を、学童期にまで延長して引き継ぎ、

用意された情報を新しいライフステージの中に適切に位置づけることが可能になると考え

る。 

 

第２項 生態学的視点がもたらす支援の相対化 

 人と環境との相互作用の観点からなる生態学的視点に基づけば、支援者らが善意で提供

する各種支援もその有効性や意義も、関係の中で位置づくといえる。そうした点で本研究

を振り返れば、特に C 児と D 児の夏休み期間中の小学校見学の際に確認されたように、自

治体や各支援者らが公式あるいは任意に提供した支援は、保護者にとって必ずしも不安の

解消や将来の適応に向けた準備に寄与していないどころか、逆に保護者に不安を煽る事態

を生み出してしまった。 

同様に、C 児の場合、「よりよりスタートを切れるように」という小学校側の意向のもと、

投薬や椅子に座る練習、ランドセルを背負って登校するための体力作りなど、家庭や保育

所・幼稚園等で実践してほしい活動を提示している。こうした助言は、B 児ならびに D 児

も就学前の小学校見学・面談の際に指摘されている。しかし、C 児の場合こうした助言が

母親に過剰に意識化されてしまい、家庭の中で過度に訓練化されてしまった事態から、M

ならびに近隣市の児童デイサービス職員は、C 児の生活実態に合わせて無理が生じないよ

うに調整やフォローを行っていた。 

例えば、新しい環境に向かうための準備教育の必要性はこれまでの研究でも指摘されて

おり、そのための実践プログラムの開発等も検討されている（青木ら, 2013）。このように

就学支援に向かう具体的活動の手数が増えることは、幼児にとって理想的なこととして、

その開発と適用が進んでいる。しかし、そうした活動は必ずしもポジティブな結果をもた

らすものではない。自治体あるいは支援者側が開発し、公式化したそれぞれの支援活動が

どのように当事者側に受け止められるかについても配慮を行うとともに、その積極的な適

用にあたっては、生態学的視点から異なる複数の支援機関(者)がフォローできる体制が整

えられている必要があると考える。 

 

第 3 項 生態学的視点に基づく就学支援の条件としての「情報の扱い」 

生態学的視点に基づく就学支援は、事例への接近の仕方や就学支援としての入り方に柔

軟性や多様性をもたらすが、その成否は事例に関する情報の把握と調整に多大な影響を受

ける。特に、専門性を異にする支援者らを意識しながら、継続的に情報を収集し、共通し

た目標やテーマを探り、改めてその目標等に沿った情報の提供と調整を各支援者らに布置
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していく過程では、非常に高度な専門性が求められた。同様の指摘は、例えば就労支援な

ど就学以外の移行支援においても同様に行われているが（田中・八重田, 2008）、関与する

支援者の専門や特性が多岐に渡る乳幼児期においては特段の配慮が求められる。本研究の

結果から、生態学的視点に基づいた就学支援の実現にむけては、コーディネーターや移行

支援アセスメント・個別の移行支援計画など支援を成り立たせるハード面の整備状況と、

目には見えにくい各支援者らの意図や志向などのソフト面との相互関係（古川, 1990）を

基盤に、進行的（on-going）な情報の把握とそれに基づく適宜の調整が求められることが

明らかとなった。 

 

第 4 項 これまでの情報共有ツールを中核とした就学支援に対する本研究の意義 

 最後に、本研究で展開した生態学的視点に基づく就学支援は、現在主流である就学支援

シート等の情報共有ツールを中核とした就学支援とは、決して排他的な関係にはない。D

児の事例では当該幼稚園の状況ならびに意思決定から、情報共有ツールの作成は行わない

こととした。しかし、B 児と C 児ならびにパイロット・ケースである A 児の事例を踏まえ

ても、就学支援シートの作成のプロセスを通して、それぞれの支援者らは幼児の置かれた

過去・現在、そして未来の状況を考え、またそれを保護者や関係する他の専門職種と協同

で検討するきっかけをもたらした。こうした就学支援シート等がもたらす副次的効果・影

響は松井（2008）でもやはり同様に指摘されており、生態学的視点に基づく就学支援と併

用することでその効果が高まる可能性が示唆された。 

また、生態学的視点に基づけば、就学支援シート等の活用の意義は、移行前機関から移

行後の機関への正確な情報伝達に限定されるものではなく、むしろ過去の文脈を通して得

られた幼児に関する情報を新しい未来の文脈で再構築していく際の「可変的な素材」とし

て位置づけること（真鍋, 2011b）にあるだろう。これについては、本研究では十分に扱う

ことができなかったが、こうした点からも本研究の生態学的視点を考慮に入れた就学支援

は、これまでに展開された就学支援の手法を、幼児・保護者あるいは支援者の実態に合わ

せて柔軟に適用するための一つのフレームワークとして位置づけることが可能であると考

える。 
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第 2 節 今後の課題 

 本論文では、1 つのパイロット・ケース・スタディと、3 つの事例からなる就学支援に関

する複数ケース・スタディを展開することを通して、生態学的視点に基づく就学支援の利

用可能性やその意義を検討した。研究１（第 3 章）や研究 2（第 4 章）、さらにそれらの成

果を発展させる形で実施された研究 3（第 5 章）の結果から、生態学的視点に基づいた就

学支援を展開させるために必要な具体的な手続きが示されたと考える。しかし一方で、本

研究の結果をより実践に汎用させ、幼児や保護者あるいは支援者らにとって質の高い就学・

就学支援を導くためには、更なる検討が求められる。 

 第一に、本研究では、生態学的視点に基づき当事者にとっての支援機関（者）の位置づ

けを扱うことができた一方で、支援者同士の関係性の理解あるいは構築という、幼児や保

護者の立場からすれば間接的に影響を受ける部分について、十分に接近し理解することが

できなかった。指導理念や指導方法、あるいは提供するプログラムを異にする支援者同士

の関係性に関わる要因は、より質の高い就学支援を導く主たる要因として重要視されてい

る（Rous, 2007）。この問題を扱うにあたっては、就学支援における協力関係作りという側

面を、時間の経過も含めて検討しなければならないが、本研究で詳細に扱うことはできな

かった。支援者自身も、当事者ならびに他の支援機関との関係の中で、就学あるいは就学

支援に関わっていることを踏まえれば、支援者側の置かれた状況も生態学的視点から捉え

ることができ、その検討が今後求められる。また就学支援を開始する時期に注目してみれ

ば、その期間は長くとも 1 年、多くの場合は 3 ヶ月から半年であり、この時間的制約の中

で集団作りやそのための工夫を展開させることに困難が伴うことは想像に難くない。この

打開のためにも、国や自治体が進める就学支援のシステムという次元から、支援者の持つ

専門性や当事者への志向性という次元まで注目する必要がある。またその内実を明らかに

していくためには、本研究のようなケース・スタディを用いた実践的研究だけでは制限が

あり、質問紙等による調査研究を用いた検討が今後望まれる。 

 第二に、本研究では生態学的視点から幼児の置かれた状況を理解し、新環境における適

応の姿を考慮に入れた上で就学支援を行おうとした。しかし、生態学的視点から幼児・保

護者・支援者らなど、それぞれの置かれた状況をより広範囲にわたって理解しようとする

プロセスの中で、相対的に就学の第一の当事者である幼児自身への注目が減ってしまうこ

とにつながってしまった。本研究の場合、研究 2（第 4 章）と研究 3（第 5 章）でそれが

顕著に認められたと考える。こうした問題は、支援で扱う対象や現象を生態学的な視点を

用いて拡大する上で生じやすい問題であるかもしれない。こうした問題を防ぎ、子どもと

保護者の双方にとっての就学という現象を適切に扱うためにも、生態学的視点に基づく就

学支援の手続きを今後より詳細に示す必要があると考える。 

第三に、本事例では、その心理的・物理的負担に比べて支援の手が届きにくいと考えら

れている、第一子かつ就学先が小学校通常学級あるいは特別支援学級という対象に限定し

てケース・スタディを展開させ、その範囲の中で生態学的視点に基づく就学支援の利用可
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能性を検討してきた。こうした点において、本研究から得られた結果は未だ限定的である

といえるだろう。今後、障害の程度やニーズの内容・出生順位・就学先・当事者や支援者

らの置かれている状態など、異なる属性や文脈を有する対象を含めて検討を行い、事例の

追試を行うことを通して、生態学的視点に基づく就学支援の意義や活用方法を検討するこ

とが求められる。この蓄積を持って、改めて就学支援の展開のためのフレームワークを修

正・再構築することで、幼児や保護者らの置かれた状況やその意思決定に沿った就学支援

が導かれるものと考える。 
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就学支援シート（A 児） 
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